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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信デバイスにおける通信の方法であって、
　ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための複数の繰
返しレベルから、第１の繰返しレベルを識別することと、
　前記第１の繰返しレベルに少なくとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス
要求シーケンスのための第１の初期電力と、ゼロに等しくない前記第１のランダムアクセ
ス要求シーケンスのための第１の送信電力ステップサイズとを決定することと、
　前記第１の初期電力と前記第１の送信電力ステップサイズとに従って、前記第１のラン
ダムアクセス要求シーケンスの少なくとも１つのランダムアクセス要求を送信することと
、
　前記第１のランダムアクセス要求シーケンスに応答してランダムアクセス応答が受信さ
れなかったと決定することに少なくとも部分的に基づいて、前記ランダムアクセス要求手
順の第２のランダムアクセス要求シーケンスのための第２の繰返しレベルを識別すること
と、ここにおいて、前記繰返しレベルは繰返しの回数に基づいており、前記第２の繰返し
レベルに対応する繰返しの回数は前記第１の繰返しレベルに対応する繰返し回数より大で
ある、
　前記第２の繰返しレベルが最も高い繰返しレベルであると決定することと、
　前記第２の繰返しレベルが前記最も高い繰返しレベルであると前記決定することに少な
くとも部分的に基づいて、前記第２のランダムアクセス要求シーケンスのための最大送信
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電力に等しい第２の初期電力と、ゼロに等しい前記第２のランダムアクセス要求シーケン
スのための第２の送信電力ステップサイズとを決定することと、
　前記第２の初期電力と前記第２の送信電力ステップサイズに従って、前記第２のランダ
ムアクセス要求シーケンスの少なくとも１つのランダムアクセス要求を送信することと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記第２の初期電力を前記決定することは、前記第２の繰返しレベルに対応する繰返し
の回数と、前記第１の繰返しレベルに対応する繰返しの回数との比較に少なくとも部分的
に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の繰返しレベルの冗長送信の数は、前記第１の繰返しレベルの冗長送信の数よ
りも大きい、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１または第２の初期電力を前記決定することは、前記ワイヤレス通信デバイスに
よって受信された信号から決定されたチャネル状態に少なくとも部分的に基づく、請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１または第２のランダムアクセス要求シーケンスの２つ以上の繰り返されるラン
ダムアクセス要求の各々のための冗長送信のためのリソースセットは、それぞれの前記繰
返しレベルに少なくとも部分的に基づいて決定される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの最新のランダムアクセス試行の電力、前
記第１の繰返しレベルの冗長送信の数、および前記第２のランダムアクセス要求シーケン
スのための前記第２の繰返しレベルの冗長送信の数に応じて、前記第２のランダムアクセ
ス要求シーケンスのための前記第２の繰返しレベルでの初期ランダムアクセス要求の送信
電力を決定することを備える、前記第２の初期電力を決定することをさらに備える、請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置であって、
　ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための複数の繰
返しレベルから、第１の繰返しレベルを識別するための手段と、
　前記第１の繰返しレベルに少なくとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス
要求シーケンスのための第１の初期電力と、ゼロに等しくない前記第１のランダムアクセ
ス要求シーケンスのための第１の送信電力ステップサイズとを決定するための手段と、
　前記第１の初期電力と前記第１の送信電力ステップサイズとに従って、前記第１のラン
ダムアクセス要求シーケンスの少なくとも１つのランダムアクセス要求を送信するための
手段と、
　前記第１のランダムアクセス要求シーケンスに応答してランダムアクセス応答が受信さ
れなかったと決定することに少なくとも部分的に基づいて、前記ランダムアクセス要求手
順の第２のランダムアクセス要求シーケンスのための第２の繰返しレベルを識別するため
の手段と、ここにおいて、前記繰返しレベルは繰返しの回数に基づいており、前記第２の
繰返しレベルに対応する繰返しの回数は前記第１の繰返しレベルに対応する繰返し回数よ
り大である、
　前記第２の繰返しレベルが最も高い繰返しレベルであると決定するための手段と、
　前記第２の繰返しレベルが前記最も高い繰返しレベルであると前記決定することに少な
くとも部分的に基づいて、前記第２のランダムアクセス要求シーケンスのための最大送信
電力に等しい第２の初期電力と、ゼロに等しい前記第２のランダムアクセス要求シーケン
スのための第２の送信電力ステップサイズとを決定するための手段と、
　前記第２の初期電力と前記第２の送信電力ステップサイズに従って、前記第２のランダ
ムアクセス要求シーケンスの少なくとも１つのランダムアクセス要求を送信するための手
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段と
　を備える装置。
【請求項８】
　前記第２の初期電力を決定するための前記手段は、前記第２の繰返しレベルに対応する
繰返しの回数と、前記第１の繰返しレベルに対応する繰返しの回数との比較に少なくとも
部分的に基づいて動作可能である、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　ワイヤレス通信のためのコードを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コ
ードは、請求項１ないし６のいずれか一項に記載の方法を行うように実行可能な命令を備
える、コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　[0001]　本特許出願は、そのそれぞれが本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細
書に明確に組み込まれる、２０１６年３月２日に出願された、Ｃｈｅｎらによる「Ｒｅｐ
ｅｔｉｔｉｏｎ　Ｌｅｖｅｌ　Ｃｏｖｅｒａｇｅ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎ
ｉｑｕｅｓ　ｆｏｒ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓ」という名称の米国特許出願第１５／０５９，０７５号、
および２０１５年３月６日に出願された、Ｃｈｅｎらによる「Ｃｏｖｅｒａｇｅ　Ｅｎｈ
ａｎｃｅｍｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｆｏｒ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓ」という名称の米国仮特許
出願第６２／１２９，６７３号に基づく優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]　以下は、概してワイヤレス通信に関し、より詳細には、ランダムアクセス要求
送信（random access request transmission）のための繰返しレベルカバレージ拡張技法
（repetition level coverage enhancement technique）に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]　ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング
、ブロードキャストなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開され
ている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数、
および電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な
多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続
（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（Ｆ
ＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム（たとえば、
ロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標）：Long Term Evolution）システム
）が含まれる。
【０００４】
　[0004]　例として、ワイヤレス多元接続通信システムは、各々がユーザ機器（ＵＥ：us
er equipment）と呼ばれることがある、複数の通信デバイスのための通信を各々が同時に
サポートする、いくつかの基地局を含み得る。基地局は、（たとえば、基地局からＵＥへ
の送信のために）ダウンリンクチャネル上で、および（たとえば、ＵＥから基地局への送
信のために）アップリンクチャネル上で通信デバイスと通信し得る。
【０００５】
　[0005]　いくつかのタイプのワイヤレス通信デバイス（wireless communications devi
ce）は、自動化された通信を提供し得る。自動化ワイヤレス通信デバイスは、マシンツー
マシン（Ｍ２Ｍ：Machine-to-Machine）通信またはマシンタイプ通信（ＭＴＣ：Machine 
Type Communication）を実装するものを含み得る。Ｍ２Ｍおよび／またはＭＴＣは、デバ
イスが人の介入なしに互いにまたは基地局と通信することを可能にするデータ通信技術を
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指すことがある。たとえば、Ｍ２Ｍおよび／またはＭＴＣは、センサーまたはメーターを
組み込んで情報を測定またはキャプチャし、情報を活用することができる中央サーバもし
くはアプリケーションプログラムにその情報を中継するか、またはプログラムもしくはア
プリケーションと対話する人間に情報を提示するデバイスからの通信を指すことがある。
【０００６】
　[0006]　ＭＴＣデバイスは、情報を収集するため、または、マシンの自動化された挙動
を可能にするために使用され得る。ＭＴＣデバイスに関する適用例としては、スマートメ
ータリング、インベントリモニタリング、水位モニタリング、機器モニタリング、ヘルス
ケアモニタリング、野生生物モニタリング、天候および地質学的事象モニタリング、フリ
ート管理および追跡（fleet management and tracking）、リモートセキュリティ検知、
物理的アクセス制御、ならびにトランザクションベースのビジネス課金（transaction-ba
sed business charging）がある。
【０００７】
　[0007]　いくつかのワイヤレス通信システムでは、システム能力および堅牢性を向上す
るために、（たとえば、固定ロケーションＭＴＣデバイスのための）カバレージを拡張す
ることが望ましい場合がある。１つのカバレージ拡張技法（coverage enhancement techn
ique）は、送信に応答して目標デバイスから肯定応答が受信されるまで、時間増分にわた
って、送信を繰り返すことを含む。ただし、システムカバレージおよび信頼性と、システ
ムリソースの電力消費および使用との釣合いをとることに課題が存在する。
【発明の概要】
【０００８】
　[0008]　説明される特徴は概して、ワイヤレス通信ネットワーク（wireless communica
tions network）におけるランダムアクセス要求送信のためのカバレージ拡張技法のため
の１つまたは複数のシステム、方法、および装置に関する。たとえば、物理ランダムアク
セスチャネル（physical random access channel）を介した送信のためのアップリンク送
信電力設定は、アップリンクチャネル繰返しレベル（uplink channel repetition level
）を構成するか、またはそれらに基づき得る。追加または代替として、送信電力設定（tr
ansmit power setting）はまた、事前のアップリンクチャネル送信（prior uplink chann
el transmission）に関連付けられる電力ランプアップ（power ramp-up）、および／また
は無線周波数スペクトル帯域用に決定されたチャネル状態（channel condition）を含め
て、他の要因に基づき得る。
【０００９】
　[0009]　ワイヤレス通信デバイスにおける通信の方法について記載する。この方法は、
ランダムアクセス要求手順（random access request procedure）の第１のランダムアク
セス要求シーケンス（random access request sequence）のための複数の繰返しレベルか
ら、第１の繰返しレベルを識別することと、第１の繰返しレベルに少なくとも部分的に基
づいて、第１のランダムアクセス要求シーケンスの１つまたは複数のランダムアクセス要
求のための１つまたは複数の送信電力パラメータ（transmission power parameter）を決
定することと、１つまたは複数の送信電力パラメータに従って、第１のランダムアクセス
要求シーケンスの１つまたは複数のランダムアクセス要求（random access request）を
送信することとを含み得る。
【００１０】
　[0010]　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置について記載する。この装
置は、ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための複数
の繰返しレベルから、第１の繰返しレベルを識別するための手段と、第１の繰返しレベル
に少なくとも部分的に基づいて、第１のランダムアクセス要求シーケンスの１つまたは複
数のランダムアクセス要求のための１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するため
の手段と、１つまたは複数の送信電力パラメータに従って、第１のランダムアクセス要求
シーケンスの１つまたは複数のランダムアクセス要求を送信するための手段とを含み得る
。
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【００１１】
　[0011]　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置について記載する。この装
置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令
とを含み得る。命令は、ワイヤレス通信デバイスに、ランダムアクセス要求手順の第１の
ランダムアクセス要求シーケンスのための複数の繰返しレベルから、第１の繰返しレベル
を識別させ、第１の繰返しレベルに少なくとも部分的に基づいて、第１のランダムアクセ
ス要求シーケンスの１つまたは複数のランダムアクセス要求のための１つまたは複数の送
信電力パラメータを決定させ、１つまたは複数の送信電力パラメータに従って、第１のラ
ンダムアクセス要求シーケンスの１つまたは複数のランダムアクセス要求を送信させるよ
うに、プロセッサによって実行可能であり得る。
【００１２】
　[0012]　ワイヤレス通信のためのコード（code）を記憶する非一時的コンピュータ可読
媒体（non-transitory computer-readable medium）について記載する。コードは、ラン
ダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための複数の繰返しレ
ベルから、第１の繰返しレベルを識別し、第１の繰返しレベルに少なくとも部分的に基づ
いて、第１のランダムアクセス要求シーケンスの１つまたは複数のランダムアクセス要求
のための１つまたは複数の送信電力パラメータを決定し、１つまたは複数の送信電力パラ
メータに従って、第１のランダムアクセス要求シーケンスの１つまたは複数のランダムア
クセス要求を送信するように実行可能な命令を含み得る。
【００１３】
　[0013]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、ワイヤ
レス通信デバイスにおいて受信された信号に少なくとも部分的に基づいてチャネル状態を
決定するためのステップ、手段、特徴、または命令を含み得る。方法、装置、または非一
時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、第１のランダムアクセス要求シーケ
ンスのための第１の繰返しレベルを識別することは、決定されたチャネル状態に基づき得
る。方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、１つま
たは複数の送信電力パラメータを決定することは、決定されたチャネル状態基づき得る。
【００１４】
　[0014]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、
１つまたは複数の送信電力パラメータを決定することは、第１のランダムアクセス要求シ
ーケンスのための初期送信電力（initial transmit power）または送信電力ステップサイ
ズ（transmit power step size）のうちの少なくとも１つを決定することを含み得る。い
くつかの例において、１つまたは複数の送信電力パラメータを決定することは、最大送信
電力（maximum transmit power）に等しい初期送信電力、またはゼロに等しい送信電力ス
テップサイズのうちの少なくとも１つを決定することを含み得る。
【００１５】
　[0015]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、決定さ
れた１つまたは複数の送信電力パラメータおよび最大アップリンク送信電力（maximum up
link transmit power）に基づいて、第１のランダムアクセス要求シーケンス中で送信さ
れるべきランダムアクセス要求の最大数（maximum number）を識別し、ランダムアクセス
要求の識別された最大数に少なくとも部分的に基づいて、第１のランダムアクセス要求シ
ーケンスを実行する（perform）ためのステップ、手段、特徴、または命令を含み得る。
【００１６】
　[0016]　ワイヤレス通信デバイスにおける通信の方法について記載する。この方法は、
ランダムアクセス要求シーケンスのための繰返しレベルを識別することと、前の繰返しレ
ベルでの前のランダムアクセス要求シーケンスの送信電力に基づいて、ランダムアクセス
要求シーケンスのための１つまたは複数の送信電力パラメータを決定することとを含み得
る。
【００１７】
　[0017]　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置について記載する。この装
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置は、ランダムアクセス要求シーケンスのための繰返しレベルを識別するための手段と、
前の繰返しレベルでの前のランダムアクセス要求シーケンスの送信電力に少なくとも部分
的に基づいて、ランダムアクセス要求シーケンスのための１つまたは複数の送信電力パラ
メータを決定するための手段とを含み得る。
【００１８】
　[0018]　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置について記載する。この装
置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信するメモリと、メモリ内に記憶された命令と
を含み得る。命令は、ワイヤレス通信デバイスに、ランダムアクセス要求シーケンスのた
めの繰返しレベルを識別させ、前の繰返しレベルでの前のランダムアクセス要求シーケン
スの送信電力に少なくとも部分的に基づいて、ランダムアクセス要求シーケンスのための
１つまたは複数の送信電力パラメータを決定させるように、プロセッサによって実行可能
であり得る。
【００１９】
　[0019]　ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体につ
いて記載する。コードは、ランダムアクセス要求シーケンスのための繰返しレベルを識別
し、前の繰返しレベルでの前のランダムアクセス要求シーケンスの送信電力に少なくとも
部分的に基づいて、ランダムアクセス要求シーケンスのための１つまたは複数の送信電力
パラメータを決定するように実行可能な命令を含み得る。
【００２０】
　[0020]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、
１つまたは複数の送信電力パラメータを決定することは、繰返しレベルと、前の繰返しレ
ベルとの比較に少なくとも部分的に基づき得る。いくつかの例において、１つまたは複数
の送信電力パラメータを決定することは、ランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダ
ムアクセス要求（initial random access request）のための送信電力を、前のランダム
アクセス要求シーケンスの前の送信電力と同じ値になるように設定するためのステップ、
手段、特徴、または命令を含み得る。
【００２１】
　[0021]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、
１つまたは複数の送信電力パラメータを決定することは、ランダムアクセス要求シーケン
スのランダムアクセス要求のための送信電力を、最大送信電力になるように設定するため
のステップ、手段、特徴、または命令を含み得る。いくつかの例において、１つまたは複
数の送信電力パラメータを決定することは、冗長送信の数が繰返しレベル閾値を超えると
決定することに基づき得る。
【００２２】
　[0022]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、
繰返しレベルの冗長送信の数は、前の繰返しレベルの冗長送信の数よりも大きくてよい。
方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、前のランダ
ムアクセス要求シーケンスの最終ランダムアクセス要求（last random access request）
の最終送信電力（last transmit power）は、ランダムアクセス要求シーケンスの初期ラ
ンダムアクセス要求のための初期送信電力よりも大きくてよい。
【００２３】
　[0023]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、
１つまたは複数の送信電力パラメータを決定することは、ワイヤレス通信デバイスによっ
て受信された信号から決定されたチャネル状態に基づき得る。方法、装置、または非一時
的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、ランダムアクセス要求シーケンスの２
つ以上の繰り返されるランダムアクセス要求の各々のための冗長送信（redundant transm
ission）のためのリソースセット（resource set）は、繰返しレベルに基づいて決定され
得る。
【００２４】
　[0024]　ワイヤレス通信デバイスにおける通信の方法について記載する。この方法は、
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ランダムアクセス手順（random access procedure）に関連付けられた１つまたは複数の
送信電力パラメータを指示する構成メッセージ（configuration message）を受信するこ
とと、ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための第１
の繰返しレベルを識別することと、識別された第１の繰返しレベルおよび１つまたは複数
の送信電力パラメータに少なくとも部分的に基づいて、第１のランダムアクセス要求シー
ケンスの初期ランダムアクセス要求のための第１の送信電力を決定することとを含み得る
。
【００２５】
　[0025]　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置について記載する。この装
置は、ランダムアクセス手順に関連付けられた１つまたは複数の送信電力パラメータを指
示する構成メッセージを受信するための手段と、ランダムアクセス要求手順の第１のラン
ダムアクセス要求シーケンスのための第１の繰返しレベルを識別するための手段と、識別
された第１の繰返しレベルおよび１つまたは複数の送信電力パラメータに少なくとも部分
的に基づいて、第１のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセス要求のた
めの第１の送信電力を決定するための手段とを含み得る。
【００２６】
　[0026]　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置について記載する。この装
置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信するメモリと、メモリ内に記憶された命令と
を含み得る。命令は、ワイヤレス通信デバイスに、ランダムアクセス手順に関連付けられ
た１つまたは複数の送信電力パラメータを指示する構成メッセージを受信させ、ランダム
アクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための第１の繰返しレベル
を識別させ、識別された第１の繰返しレベルおよび１つまたは複数の送信電力パラメータ
に少なくとも部分的に基づいて、第１のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダム
アクセス要求のための第１の送信電力を決定させるように、プロセッサによって実行可能
であり得る。
【００２７】
　[0027]　ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体につ
いて記載する。コードは、ランダムアクセス手順に関連付けられた１つまたは複数の送信
電力パラメータを指示する構成メッセージを受信し、ランダムアクセス要求手順の第１の
ランダムアクセス要求シーケンスのための第１の繰返しレベルを識別し、識別された第１
の繰返しレベルおよび１つまたは複数の送信電力パラメータに少なくとも部分的に基づい
て、第１のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセス要求のための第１の
送信電力を決定するように実行可能な命令を含み得る。
【００２８】
　[0028]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、１つ
または複数の送信電力パラメータは、１つもしくは複数の繰返しレベルのための初期送信
電力、１つもしくは複数の繰返しレベルのための送信電力ステップサイズ、またはそれら
の任意の組合せを含み得る。
【００２９】
　[0029]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、１つま
たは複数の送信電力パラメータの送信電力ステップサイズに基づいて、第１のランダムア
クセス要求シーケンスの後続ランダムアクセス要求（subsequent random access request
）のための第２の送信電力を決定するためのステップ、手段、特徴、または命令を含み得
る。
【００３０】
　[0030]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、
第２の送信電力は、最大送信電力になるように決定され得る。
【００３１】
　[0031]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第２の
ランダムアクセス要求シーケンスのための第２の繰返しレベルを識別し、第１のランダム
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アクセス要求シーケンスの最終送信電力または１つもしくは複数の送信電力パラメータの
うちの少なくとも１つに基づいて、第２のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダ
ムアクセス要求のための第３の送信電力を決定するためのステップ、手段、特徴、または
命令を含み得る。
【００３２】
　[0032]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、
第３の送信電力を決定することは、第３の送信電力を、第１のランダムアクセス要求シー
ケンスの最終ランダムアクセス要求の最終送信電力と等しくなるように設定することを含
み得る。いくつかの例において、第３の送信電力は、最大送信電力になるように決定され
得る。
【００３３】
　[0033]　方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、ワイヤ
レス通信デバイスによって受信された信号に基づいて、チャネル状態を決定し、決定され
たチャネル状態に少なくとも部分的に基づいて、第３の送信電力を決定するためのステッ
プ、手段、特徴、または命令を含み得る。
【００３４】
　[0034]　上記では、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、
本開示による例の特徴および技術的利点がかなり広く概説された。以下で、追加の特徴お
よび利点が説明される。開示する概念および具体例は、本開示の同じ目的を遂行するため
の他の構造を修正または設計するための基礎として容易に利用され得る。そのような等価
な構築は、添付の特許請求の範囲から逸脱しない。本明細書に開示された概念、それらの
構成と動作方法の両方、および関連する利点の特徴は、添付の図面に関連して考慮される
とき、以下の説明からより良く理解されるであろう。図の各々は、例示および説明のみの
目的で与えられるものであり、特許請求の範囲の制限の定義として与えられるものではな
い。
【００３５】
　[0035]　本発明の性質と利点とについてのさらなる理解は、以下の図面を参照すること
によって達成され得る。添付の図では、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有
し得る。さらに、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、同様
の構成要素の間を区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。本明細書
において第１の参照ラベルのみが使用される場合、説明は、第２の参照ラベルにかかわら
ず、同一の第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちの任意の１つに適用可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】[0036]　本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法が利用され得る
ワイヤレス通信システムの例を示す図。
【図２】[0037]　本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法が利用され得る
ワイヤレス通信サブシステムの例を示す図。
【図３】[0038]　本開示の態様による、基地局との通信リンクを確立するために、ＵＥに
よって実行され得るランダムアクセス要求手順の図。
【図４】[0039]　本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法を示すコールフ
ロー図（call flow diagram）の例を示す図。
【図５】[0040]　本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法を示すコールフ
ロー図の例を示す図。
【図６】[0041]　本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法を示すコールフ
ロー図の例を示す図。
【図７】[0042]　本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法のために構成さ
れたワイヤレス通信デバイスのブロック図。
【図８】[0043]　本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法のために構成さ
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れた繰返しレベルカバレージ拡張マネージャのブロック図。
【図９】[0044]　本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法のために構成さ
れたＵＥを含むシステムを示す図。
【図１０】[0045]　本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法を利用するワ
イヤレス通信のための方法を示すフローチャート。
【図１１】[0046]　本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法を利用するワ
イヤレス通信のための方法を示すフローチャート。
【図１２】[0047]　本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法を利用するワ
イヤレス通信のための方法を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　[0048]　説明される特徴は概して、ワイヤレス通信ネットワークにおける物理ランダム
アクセスチャネルのためのカバレージ拡張技法のための改良型システム、方法、または装
置に関する。いくつかの例において、ワイヤレス通信ネットワークは、マシンタイプ通信
（ＭＴＣ）またはマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信など、自動化された通信を利用するこ
とができ、そうすることによって、そのような通信は、人間の介入なしに提供され得る。
場合によっては、ＭＴＣデバイスは、制限された能力を有し得る。たとえば、あるＭＴＣ
デバイスはブロードバンド容量を有し得るが、他のＭＴＣデバイスはナローバンド通信に
限定され得る。このナローバンド制限は、たとえば、ＭＴＣデバイスがサービング基地局
によって利用される全無線周波数スペクトル帯域幅を使用して制御チャネル情報を受信す
る能力に干渉し得る。ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）技術に基づくプロトコル
を利用するようないくつかのワイヤレス通信システムでは、制限された帯域幅能力を有す
るＭＴＣデバイス（または同様の能力を有する別のデバイス）は、カテゴリ０デバイスと
呼ばれることがある。
【００３８】
　[0049]　場合によっては、ＭＴＣデバイスは、低減されたピークデータレートを有し得
る（たとえば、最大トランスポートブロックサイズ（maximum transport block size）は
、１０００ビットであり得る）。加えて、ＭＴＣデバイスは、ランク１送信と、送信およ
び受信するための単一のアンテナとを利用し得る。これは、ＭＴＣデバイスを半二重通信
（half-duplex communication）に制限し得る（たとえば、デバイスは、同時に送信およ
び受信することが可能ではないことがある）。ＭＴＣデバイスが半二重通信を利用する場
合、デバイスは緩やかな切替え時間（たとえば、送信（Ｔｘ）から受信（Ｒｘ）への、ま
たは受信（Ｒｘ）から送信（Ｔｘ）への切替え時間）を有し得る。たとえば、非ＭＴＣデ
バイスのための公称切替え時間は２０μｓであり得、ＭＴＣデバイスのための公称切替え
時間は１ｍｓであり得る。ワイヤレスシステムにおける拡張ＭＴＣ（たとえば、ｅＭＴＣ
）動作は、ナローバンドＭＴＣデバイスがより広いシステム帯域幅動作（たとえば、１．
４ＭＨｚ、３ＭＨｚ、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、１５ＭＨｚ、２０ＭＨｚなど）内で効率的
に動作することを可能にし得る。たとえば、ＭＴＣデバイスは、１．４ＭＨｚ帯域幅（た
とえば、いくつかのＬＴＥベースのプロトコルによると、６つのリソースブロックなど）
の帯域幅限定を有するが、より広い帯域幅（たとえば、３ＭＨｚ、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ
、１５ＭＨｚ、２０ＭＨｚなど）を有する１つまたは複数のセルを介して通信することが
できる場合がある。いくつかの事例では、そのようなｅＭＴＣデバイスのカバレージ拡張
（coverage enhancement）が、より信頼できる通信を提供するのに利用され得る。カバレ
ージ拡張は、たとえば、電力増大（たとえば、１５ｄＢまでの）、および／または送信の
冗長バージョンを提供するための送信時間間隔（ＴＴＩ：transmission time interval）
のバンドリング（bundling）を含み得る。
【００３９】
　[0050]　送信の、ある特定の数の冗長バージョンを提供するためのＴＴＩのバンドリン
グは、１つまたは複数の繰返しレベルに従って提供されてよく、繰返しレベルは、デバイ
スにおいて記憶および／または受信されたパラメータを含み得る。いくつかの例において
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、繰返しレベルによるＴＴＩのバンドリングは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳ
ＣＨ：physical uplink shared channel）、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ
：physical downlink shared channel）、拡張ＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣＨ）、物理ランダ
ムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：physical random access channel）、および／または
物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：physical uplink control channel）（た
とえば、ＬＴＥベースのプロトコルによって定義される）など、いくつかのチャネルのた
めのカバレージを拡張するのに使われ得る。たとえば、ＰＲＡＣＨおよび関連メッセージ
を含む様々な物理チャネルが、ワイヤレス通信デバイスから繰返し送信される場合があり
、異なるチャネルが、異なる繰返し数（たとえば、異なる繰返しレベル）を有する場合が
ある。いくつかのケースにおいて、ランダムアクセス要求の繰返しの回数（たとえば、冗
長送信の数など）は、数十個の送信の規模であり得る。
【００４０】
　[0051]　例として、ランダムアクセスの繰返しは、指定された最大繰返しレベル（たと
えば、繰返しの最大数）までの、繰返しレベルのランプアップを含み得る。たとえば、様
々なカバレージ拡張技法は、「ゼロカバレージ拡大（zero coverage extension）」レベ
ルに加えて、３つの繰返しレベルを含み得る。したがって、システムは、最大レベルまで
の構成可能な数（configurable number）の繰返しレベルを使用し得る。各繰返しレベル
は、繰返し数（たとえば、ランダムアクセス要求の送信の数）に関連付けられてよく、こ
れは、構成可能であってよく、および／または範囲を含んでよい。たとえば、ＵＥが、異
なる繰返しレベルにおける構成に従って、ＰＲＡＣＨを介して連続的に送信することによ
って、基地局との通信リンクを確立するためのアクセスを要求し得る。１つまたは複数の
ランダムアクセス要求が各繰返しレベルにおいて行われてよく、各ランダムアクセス要求
は、単一の送信（たとえば、単一のＰＲＡＣＨプリアンブル送信）を含み得るか、または
複数の冗長送信（たとえば、同じ送信構成による同じＰＲＡＣＨプリアンブルの複数の繰
返し）を含み得る。本明細書で使用する限り、特定の繰返しレベルでのランダムアクセス
要求は、ランダムアクセス要求シーケンスと呼ばれ得る。たとえば、３つのランダムアク
セス要求が、第１のランダムアクセス要求シーケンス中において第１の繰返しレベルで行
われてよく、第２のランダムアクセス要求シーケンス中において第２の繰返しレベルで行
われる５つのランダムアクセス要求が続く（ランダムアクセス応答（random access resp
onse）が受信されないと仮定する）。
【００４１】
　[0052]　ある例では、ランダムアクセス要求手順（たとえば、ＰＲＡＣＨ手順）は、（
いくつかの例では、ゼロ繰返しレベルに加え）３つの繰返しレベルを含んでよく、たとえ
ば、繰返しレベル１、２、および３は、それぞれ、５、１０、および１５回の繰返しを、
各々可能にし得る。この例によると、ワイヤレス通信デバイスは、第１のランダムアクセ
ス要求シーケンス中の各ランダムアクセス要求のためにＰＲＡＣＨプリアンブルの送信を
５回繰り返すこと（たとえば、５つの冗長送信）を含む、繰返しレベル１に関連付けられ
た構成に従ってランダムアクセス要求手順を開始することができる。デバイスが、第１の
繰返しレベル（たとえば、第１の繰返しレベル向けに構成されたランダムアクセス要求の
数など）に従ってランダムアクセス要求を実行している間にランダムアクセス応答を受信
しない場合、デバイスは、繰返しレベル２に移行し、第２のランダムアクセス要求シーケ
ンスを始動してよい。第２のランダムアクセス要求シーケンス中、デバイスは、第２のラ
ンダムアクセス要求シーケンス中の各ランダムアクセス要求のために、ＰＲＡＣＨプリア
ンブルの送信を１０回繰り返してよい。デバイスが、第２の繰返しレベルに従ってランダ
ムアクセス要求を実行している間にランダムアクセス応答を受信しない場合、デバイスは
その後、繰返しレベル３に移行し、第３のランダムアクセス要求シーケンスを始動してよ
い。第３のランダムアクセス要求シーケンス中、デバイスは、第３のランダムアクセス要
求シーケンス中の各ランダムアクセス要求のために、ＰＲＡＣＨプリアンブルの送信を１
５回繰り返してよい。
【００４２】
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　[0053]　いくつかのケースにおいて、デバイスは、各連続繰返しレベルとともに、また
はある繰返しレベルにおいて、送信電力を増加させてよく、これは、送信電力ランプアッ
プと呼ばれ得る。デバイスは、ランダムアクセス要求を、繰返しレベル１における初期送
信電力、繰返しレベル２におけるより高い送信電力、および繰返しレベル３におけるより
一層高い送信電力で送信することができる。いくつかの実施形態では、最大送信電力（た
とえば、ＵＥ１１５－ｃのための最大送信電力、ランダムアクセス要求に関連付けられた
最大送信電力など）に達するか、または繰返しレベルに関連付けられたランダムアクセス
要求の最大構成数に達するまで、デバイスは、各連続ＰＲＡＣＨプリアンブル（およびそ
の任意の冗長送信）が、前のランダムアクセス要求（およびその任意の冗長送信）よりも
高い電力で送信されるように、各ランダムアクセス要求とともに送信電力を増加させるこ
とができる。ランダムアクセス要求手順においてデバイスが行うランダムアクセス要求の
全体的数、および／または許容されるランダムアクセス要求の総数は、変わり得る。
【００４３】
　[0054]　様々な例において、初期送信電力、電力ランプアップの量、ランダムアクセス
要求の数、および／またはランダムアクセス要求のための冗長送信の数は、繰返しレベル
のリソースセットの部分と見なされ得る。連続する繰返しレベルは、ＰＲＡＣＨ送信に利
用可能なリソースセットの側面において、一様な増加を有し得る。いくつかの例において
、リソースセットの増加は、初期送信電力の変化、電力ランプアップの量の変化、ランダ
ムアクセス要求の数の変化、および／または冗長送信の数の変化の間で割り振られ得る。
リソースセット中のリソースの割振りは、初期送信電力、最終送信電力または前の繰返し
レベルの繰返し数、チャネル状態などに基づき得る。さらに、いくつかの例において、送
信電力は、繰返しレベル内での連続ランダムアクセス要求のために増加され得る。
【００４４】
　[0055]　いくつかの例において、繰返しレベルの冗長送信の数が、繰返しレベルに関連
付けられた閾値を超える場合、ランダムアクセス要求のための送信電力は、最大送信電力
に設定され得る。たとえば、ネットワーク構成は、第１、第２、および第３の繰返しレベ
ルについて、それぞれ、５、１０、および１５の繰返しに関連付けられる場合があり、ネ
ットワーク構成は、最大送信電力を第３の繰返しレベルに関連付けてよい。ＵＥは、一方
、繰返しレベルが８以上の繰返しに関連付けられているときはいつでも、最大送信電力を
使うように構成されてよい。したがって、本例によると、ＵＥは、ネットワーク構成が第
３の繰返しレベルでの最大送信電力のみに関連付けられているのにもかかわらず、第２お
よび第３の繰返しレベルの両方において、最大送信電力でランダムアクセス要求を送信す
ることができる。いくつかの例において、デバイスは、バックオフ設定（backoff settin
g）に達する前に、ランダムアクセス要求の全体的最大数に制限される場合がある。追加
または代替として、デバイスは、ランダムアクセス応答を受信するまで、（たとえば、後
続ランダムアクセス要求手順において、など）ランダムアクセス繰返しレベルを通して進
行を繰り返すように構成可能であってよい。
【００４５】
　[0056]　チャネル繰返し（channel repetition）、繰返しレベルランプアップ（repeti
tion level ramp-up）、および送信電力ランプアップを含む繰返しレベルカバレージ拡張
技法は、ＭＴＣデバイスとともに用いられ得るが、他のタイプのデバイスも同様に、その
ような技法を利用し得るか、またはそのような技法から利益を享受し得る。したがって、
説明する繰返しレベルカバレージ拡張技法がＭＴＣアプリケーションに限定されないこと
を、当業者は認識されよう。
【００４６】
　[0057]　以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適
用性、または例を限定するものではない。本開示の範囲から逸脱することなく、説明され
る要素の機能および構成に変更が行われ得る。様々な例は、適宜に、様々な手順または構
成要素を、省略、置換、または追加し得る。たとえば、シナリオは、ＭＴＣデバイスに関
して説明されるが、本明細書において説明される技法は、様々な他のタイプのワイヤレス
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通信デバイスおよびシステムとともに使われてよい。さらに、説明される方法は、説明さ
れる順序とは異なる順序で実行され得、様々なステップが追加、省略、または組み合わさ
れ得る。また、いくつかの例に関して説明される特徴は、他の例において組み合わされ得
る。
【００４７】
　[0058]　図１は、本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法が利用され得
るワイヤレス通信システム１００の例を示す。ワイヤレス通信システム１００は、基地局
１０５と、少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）１１５と、コアネットワーク（core net
work）１３０とを含む。コアネットワーク１３０は、ユーザ認証と、アクセス許可と、ト
ラッキングと、インターネットプロトコル（ＩＰ）接続性と、他のアクセス、ルーティン
グ、またはモビリティ機能とを与え得る。基地局１０５は、バックホールリンク（backha
ul link）１３２（たとえば、Ｓ１など）を通してコアネットワーク１３０とインターフ
ェースする。基地局１０５は、ＵＥ１１５との通信のための無線構成およびスケジューリ
ングを実行し得るか、または基地局コントローラ（図示せず）の制御下で動作し得る。様
々な例では、基地局１０５は、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクであり得るバック
ホールリンク１３４（たとえば、Ｘ１など）を介して互いと直接または間接的に（たとえ
ば、コアネットワーク１３０を通して）通信し得る。ＵＥは、上述したＭＴＣデバイスで
あってよい。
【００４８】
　[0059]　基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してＵＥ１１５とワイ
ヤレスに通信することができる。基地局１０５の各々は、それぞれの地理的カバレージエ
リア１１０に通信カバレージを与え得る。いくつかの例では、基地局１０５は、基地トラ
ンシーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ノード（node）Ｂ、ｅ
ノードＢ（ｅＮＢ）、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、または何らかの他の好適な用
語で呼ばれることがある。基地局１０５のための地理的カバレージエリア１１０は、カバ
レージエリアの一部分のみを構成するセクタに分割され得る（図示せず）。ワイヤレス通
信システム１００は、異なるタイプの基地局１０５（たとえば、マクロセル基地局または
スモールセル基地局）を含み得る。異なる技術のための重複する地理的カバレージエリア
１１０があり得る。
【００４９】
　[0060]　いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００はロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ）／ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）ネットワークである。ＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａネットワークでは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）という用語は、概して、基地局１
０５を表すために使用され得、ＵＥという用語は、概して、ＵＥ１１５を表すために使用
され得る。ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプのｅＮＢが様々な地理的領域
にカバレージを提供する異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る。たとえば、各
ｅＮＢまたは基地局１０５は、マクロセル、スモールセル、または他のタイプのセルに通
信カバレージを提供し得る。「セル（cell）」という用語は、コンテキストに応じて、基
地局、基地局に関連付けられるキャリアもしくはコンポーネントキャリア、またはキャリ
アもしくは基地局のカバレージエリア（たとえば、セクタなど）を表すために使用され得
る。
【００５０】
　[0061]　マクロセルは、一般に、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメ
ートル）をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥ１１５によ
る無制限アクセスを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較して、マクロセル
と同じまたは異なる（たとえば、認可、無認可などの）周波数帯域内で動作し得る低電力
基地局である。スモールセルは、様々な例によると、ピコセルと、フェムトセルと、マイ
クロセルとを含み得る。ピコセルは、たとえば、小さい地理的エリアをカバーし得、ネッ
トワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥ１１５による無制限アクセスを可能に
し得る。フェムトセルも、小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーし得、フェム
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トセルとの関連付けを有するＵＥ１１５（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ：clos
ed subscriber group）内のＵＥ１１５、自宅内のユーザのためのＵＥ１１５など）によ
る制限付きアクセスを与え得る。マクロセルのためのｅＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれる
ことがある。スモールセルのためのｅＮＢは、スモールセルｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェム
トｅＮＢ、またはホームｅＮＢと呼ばれることがある。ｅＮＢは、１つまたは複数（たと
えば、２つ、３つ、４つなど）のセル（たとえば、コンポーネントキャリア）をサポート
し得る。
【００５１】
　[0062]　ワイヤレス通信システム１００は、同期動作または非同期動作をサポートし得
る。同期動作の場合、基地局１０５は同様のフレームタイミングを有することがあり、異
なる基地局１０５からの送信は時間的に概ね整合されることがある。非同期動作の場合、
基地局１０５は異なるフレームタイミングを有し得、異なる基地局１０５からの送信は時
間的に整合されないことがある。本明細書で説明される技法は、同期動作または非同期動
作のいずれかのために使用され得る。
【００５２】
　[0063]　様々な開示する例のうちのいくつかに適応し得る通信ネットワークは、階層化
プロトコルスタックに従って動作するパケットベースネットワークであり得、ユーザプレ
ーン中のデータは、ＩＰに基づき得る。無線リンク制御（ＲＬＣ：radio link control）
レイヤは、論理チャネルを介して通信するために、パケットセグメンテーションとリアセ
ンブリとを実行することができる。媒体アクセス制御（ＭＡＣ：medium access control
）レイヤが、優先度処理と、トランスポートチャネルへの論理チャネルの多重化とを実行
し得る。ＭＡＣレイヤはまた、リンク効率を改善するためにＭＡＣレイヤにおいて再送信
を行うためにハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）を使用し得る。制御プレーンでは、
無線リソース制御（ＲＲＣ：radio resource control）プロトコルレイヤは、ＵＥ１１５
と基地局１０５との間のＲＲＣ接続の確立と構成と維持とを行い得る。ＲＲＣプロトコル
レイヤはまた、ユーザプレーンデータのための無線ベアラ（radio bearer）のコアネット
ワーク１３０サポートのために使用され得る。物理（ＰＨＹ）レイヤにおいて、トランス
ポートチャネルは物理チャネルにマップされ得る。
【００５３】
　[0064]　ＵＥ１１５は、ワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散される場合
があり、各ＵＥ１１５は固定またはモバイルであり得る。上述したように、ＵＥはＭＴＣ
デバイスであってよいが、本明細書において説明される技法は、様々なＵＥによって使わ
れ得る。ＵＥ１１５は、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤ
レスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス
通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワ
イヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアン
ト、クライアント、または何らかの他の適切な用語を含むか、またはそのように当業者に
よって呼ばれることもある。ＵＥ１１５は、セルラーフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、
ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピ
ュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（Ｗ
ＬＬ）局などであり得る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、スモールセルｅＮＢ、リレー基地局な
どを含む、様々なタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することができる場合が
ある。
【００５４】
　[0065]　いくつかのタイプのＵＥが、自動化された通信を提供し得る。自動化されたワ
イヤレス通信デバイスは、ＭＴＣ通信またはＭ２Ｍ通信を実装するものを含み得る。ＭＴ
Ｃは、デバイスが人間の介入なしに互いとまたは基地局と通信することを可能にするデー
タ通信技術を指すことがある。たとえば、ＭＴＣは、情報を測定またはキャプチャするた
めにセンサーまたはメーターを組み込み、その情報を利用すること、またはプログラムも
しくはアプリケーションと対話する人間にその情報を提示することができる中央サーバま
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たはアプリケーションプログラムへ、その情報を中継するデバイスからの通信を指すこと
がある。述べたように、いくつかのＵＥ１１５は、情報を収集するか、または機械の自動
化された挙動を可能にするように設計されたＭＴＣデバイスなどのＭＴＣデバイスであり
得る。ＭＴＣデバイスに関する適用例としては、スマートメータリング、インベントリモ
ニタリング、水位モニタリング、機器モニタリング、ヘルスケアモニタリング、野生生物
モニタリング、天候および地質学的事象モニタリング、フリート管理および追跡、リモー
トセキュリティ検知、物理的アクセス制御、ならびにトランザクションベースのビジネス
課金がある。ＭＴＣデバイスは、低減されたピークレートにおいて半二重（一方向）通信
を使用して動作し得る。ＭＴＣデバイスはまた、アクティブ通信に参加していないとき、
電力節約モード（たとえば、「ディープスリープ（deep sleep）」モードなど）に入るよ
うに構成され得る。場合によっては、ＭＴＣデバイスは、電力節約モード間隔（power sa
ving mode interval）と交互になる通常の送信間隔のために構成され得る。
【００５５】
　[0066]　ワイヤレス通信システム１００に示されている通信リンク１２５は、ＵＥ１１
５から基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、または基地局１０５からＵＥ１１５
へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方向リンク送信と呼ば
れることもあり、ＵＬ送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもある。各通信リンク１２
５は、１つまたは複数のキャリアを含み得、ここで、各キャリアは、上記で説明された様
々な無線技術に従って変調された複数のサブキャリア（たとえば、異なる周波数の波形信
号）からなる信号であり得る。各被変調信号は、異なるサブキャリア上で送られ得、制御
情報（たとえば、基準信号、制御チャネルなど）、オーバーヘッド情報、ユーザデータな
どを搬送し得る。通信リンク１２５は、周波数分割複信（ＦＤＤ：frequency division d
uplex）動作を使用して（たとえば、対スペクトルリソース（paired spectrum resource
）を使用して）または時分割複信（ＴＤＤ：time division duplex）動作を使用して（た
とえば、不対スペクトルリソース（unpaired spectrum resource）を使用して）双方向通
信を送信し得る。ＦＤＤ（たとえば、フレーム構造タイプ１）およびＴＤＤ（たとえば、
フレーム構造タイプ２）について、フレーム構造が定義される場合がある。
【００５６】
　[0067]　ワイヤレス通信システム１００のいくつかの実施形態では、基地局１０５また
はＵＥ１１５は、基地局１０５とＵＥ１１５との間の通信品質と信頼性とを改善するため
に、アンテナダイバーシティ方式を採用するための複数のアンテナを含み得る。追加また
は代替として、基地局１０５またはＵＥ１１５は、同じまたは異なるコード化データを搬
送する複数の空間レイヤを送信するために、マルチパス環境を利用し得る多入力多出力（
ＭＩＭＯ：multiple input multiple output）技法を採用し得る。
【００５７】
　[0068]　ワイヤレス通信システム１００は、複数のセルまたはキャリア上での動作、す
なわち、キャリアアグリゲーション（ＣＡ：carrier aggregation）またはマルチキャリ
ア動作と呼ばれることがある特徴をサポートし得る。キャリアは、コンポーネントキャリ
ア（ＣＣ：component carrier）、レイヤ、チャネルなどと呼ばれる場合もある。「キャ
リア」、「コンポーネントキャリア」、「セル」、および「チャネル」という用語は、本
明細書では互換的に使用されることがある。ＵＥ１１５は、キャリアアグリゲーションの
ために、複数のダウンリンクＣＣと１つまたは複数のＵＬ　ＣＣとで構成され得る。キャ
リアアグリゲーションは、ＦＤＤコンポーネントキャリアとＴＤＤコンポーネントキャリ
アの両方とともに使用され得る。
【００５８】
　[0069]　ＬＴＥシステムは、ＤＬ上では直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）を利用
し得、ＵＬ上ではシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を利用し得る
。ＯＦＤＭＡおよびＳＣ－ＦＤＭＡは、システム帯域幅を、一般にトーンまたはビンとも
呼ばれる複数（Ｋ）個の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調さ
れ得る。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数（Ｋ）はシ
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ステム帯域幅に依存し得る。たとえば、Ｋは、それぞれ、１．４、３、５、１０、１５、
または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）の（ガードバンドをもつ）対応するシステム帯域幅に対
して、１５キロヘルツ（ＫＨｚ）のサブキャリア間隔の場合、７２、１８０、３００、６
００、９００、または１２００に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに
区分され得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚをカバーすることができ、１個、
２個、４個、８個、または１６個のサブバンドがあり得る。
【００５９】
　[0070]　ＬＴＥにおける時間間隔は、基本時間単位（たとえば、サンプリング周期、Ｔ
ｓ＝１／３０，７２０，０００秒）の倍数単位で表され得る。時間リソースは、０から１
０２３にわたるシステムフレーム番号（ＳＦＮ：system frame number）によって識別さ
れ得る、１０ｍｓの長さの無線フレーム（Ｔｆ＝３０７２００・Ｔｓ）に従って編成され
得る。各フレームは、０から９までの番号を付けられた１０個の１ｍｓサブフレームを含
み得る。サブフレームは、さらに２つの０．５ｍｓスロットに分割される場合があり、そ
の各々は、（各シンボルにプリペンドされたサイクリックプレフィックス（cyclic prefi
x）の長さに応じて）６つまたは７つの変調シンボル期間を含んでいる。サイクリックプ
レフィックスを除いて、各シンボルは２０４８個のサンプル期間を含んでいる。場合によ
っては、サブフレームは、送信時間間隔（ＴＴＩ）としても知られる、最小のスケジュー
リングユニットであり得る。他の場合には、ＴＴＩはサブフレームよりも短くてもよく、
または（たとえば、短いＴＴＩバースト中で、または短いＴＴＩを使用する選択されたコ
ンポーネントキャリア中で）動的に選択されてもよい。
【００６０】
　[0071]　データは、論理チャネルと、トランスポートチャネルと、物理レイヤチャネル
とに分割され得る。チャネルはまた、制御チャネルとトラフィックチャネルとに分類され
得る。論理制御チャネルには、ページング情報のためのページング制御チャネル（ＰＣＣ
Ｈ：paging control channel）、ブロードキャストシステム制御情報のためのブロードキ
ャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ：broadcast control channel）、マルチメディアブロー
ドキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ：multimedia broadcast multicast servi
ce）スケジューリングおよび制御情報を送信するためのマルチキャスト制御チャネル（Ｍ
ＣＣＨ：multicast control channel）、専用制御情報を送信するための専用制御チャネ
ル（ＤＣＣＨ：dedicated traffic channel）、ランダムアクセス情報のための共通制御
チャネル（ＣＣＣＨ：）、専用ＵＥデータのための専用トラフィックチャネル（ＤＴＣＨ
：dedicated traffic channel）、ならびにマルチキャストデータのためのマルチキャス
トトラフィックチャネル（ＭＴＣＨ：multicast traffic channel）が含まれ得る。ＤＬ
トランスポートチャネルは、ブロードキャスト情報のためのブロードキャストチャネル（
ＢＣＨ）と、データ転送のためのダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）と、ページ
ング情報のためのページングチャネル（ＰＣＨ）と、マルチキャスト送信のためのマルチ
キャストチャネル（ＭＣＨ）とを含み得る。ＵＬトランスポートチャネルは、アクセスの
ためのランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ：random access channel）と、データのた
めのＵＬ共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）とを含み得る。ＤＬ物理チャネルは、ブロードキ
ャスト情報のための物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：physical broadcast cha
nnel）と、制御フォーマット情報のための物理制御フォーマットインジケータチャネル（
ＰＣＦＩＣＨ： physical HARQ indicator channel）と、制御およびスケジューリング情
報のための物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：physical downlink control ch
annel）と、ＨＡＲＱ状態メッセージのための物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨ
ＩＣＨ：physical HARQ indicator channel）と、ユーザデータのための物理ダウンリン
ク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：physical downlink shared channel）と、マルチキャスト
データのための物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ：physical multicast channel）
とを含み得る。ＵＬ物理チャネルは、アクセスメッセージのための物理ランダムアクセス
チャネル（ＰＲＡＣＨ）と、制御データのためのＰＵＣＣＨと、ユーザデータのための物
理ＵＬ共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：physical UL shared channel）とを含み得る。
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【００６１】
　[0072]　場合によっては、ＴＴＩ（たとえば、１ｍｓ、すなわち、ＬＴＥベースのプロ
トコルによる１つのサブフレームの同等物）は、基地局１０５がＵＬ送信またはＤＬ送信
のためにＵＥ１１５をスケジュールし得る最小時間単位として定義され得る。たとえば、
ＵＥ１１５がＤＬデータを受信している場合、各１ｍｓ間隔の間、基地局１０５は、リソ
ースを割り当て、ＵＥ１１５に向けられたＤＬデータを復号すべき場所をＵＥ１１５に（
ＰＤＣＣＨ送信を介して）示すことができる。いくつかの例において、ＴＴＩバンドリン
グは、比較的劣悪な無線状態にあるか、あるいはＭＴＣデバイスが比較的狭い帯域幅を使
って動作し得る展開にあるか、または地下もしくは建物内の深部など、カバレージ限定ロ
ケーションにある通信リンク１２５を改善するのに使われ得る。ＴＴＩバンドリングは、
冗長コピーを送信する前にデータが受信されなかったことを示すフィードバックを待つの
ではなく、連続するまたは連続しないサブフレーム（ＴＴＩ）のグループにおいて同じ情
報の複数の冗長コピーを送ることを含み得る。
【００６２】
　[0073]　本開示の態様によると、ＵＥ１１５などのワイヤレス通信デバイスは、１つま
たは複数の繰返しレベルに従ってランダムアクセス要求手順を実行するように構成され得
る。繰返しレベルは各々、ランダムアクセス要求の数および／または各ランダムアクセス
要求のための冗長送信の数に関連付けられ得る。繰返しレベル構成に従ってランダムアク
セス要求手順を実行する間、デバイスは、繰返しレベルのための初期送信電力、繰返しレ
ベルのための送信電力ステップサイズ、および／または繰返しレベルのための最大送信電
力（たとえば、デバイスのための最大アップリンク送信電力、ランダムアクセス要求に関
連付けられた最大送信電力など）など、ランダムアクセス要求を送信するための１つまた
は複数の送信電力パラメータを決定することができる。送信電力パラメータは、デバイス
にローカルに記憶された、ならびに／または構成パラメータおよび／もしくは測定された
チャネル特性に基づいてデバイスにおいて決定された構成メッセージにより、別のデバイ
ス（たとえば、基地局）から受信され得る。デバイスは、ランダムアクセス応答が受信さ
れるまで、１つまたは複数の繰返しレベルでの決定された送信電力パラメータに従ってラ
ンダムアクセス要求を送信することによって、ランダムアクセス要求手順を実行すること
ができる。
【００６３】
　[0074]　図２は、本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法が利用され得
るワイヤレス通信サブシステム２００の例を示す。ワイヤレス通信サブシステム２００は
、図１を参照して説明されたＵＥ１１５の例であり得るＵＥ１１５－ａを含み得る。いく
つかの例では、ＵＥ１１５はＭＴＣデバイスであり得る。ワイヤレス通信サブシステム２
００はまた、図１を参照して上記で説明した基地局１０５の例であり得る基地局１０５－
ａを含み得る。基地局１０５－ａは、その地理的カバレージエリア１１０－ａ内のどのＵ
Ｅ１１５にも、通信リンク１２５－ａを介して制御情報および／またはデータを送信し得
る。たとえば、通信リンク１２５－ａは、ＵＥ１１５－ａと基地局１０５－ａとの間の双
方向通信を可能にし得る。
【００６４】
　[0075]　ワイヤレス通信サブシステム２００は、異なる機能と異なる通信環境とを有す
るＵＥ１１５を含み得る。たとえば、ＵＥ１１５－ａは、やはり基地局によってサービス
される他のＵＥ１１５（図示せず）と比較すると、比較的低下した無線容量を有し得る。
たとえば、ＵＥ１１５－ａにおける低下した無線容量は、より離れたロケーション、また
は劣化した無線伝搬状態を有するＵＥ１１５－ａのロケーションなどの結果であり得る。
したがって、ＵＥ１１５－ａは、たとえば、ＵＥ１１５－ａが基地局１０５－ａに比較的
接近して位置していた場合に使われるカバレージ拡張レベルとは異なるカバレージ拡張レ
ベルから利益を受け得る。
【００６５】
　[0076]　いくつかの例において、通信リンク１２５－ａは、ＰＲＡＣＨを介して送信さ
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れるランダムアクセス要求手順によりＵＥ１１５－ａと基地局１０５－ａとの間で確立さ
れ得る。たとえば、ＵＥ１１５－ａは、ＲＲＣアイドルモードからＲＲＣ接続モードに移
行するとき、ランダムアクセス要求手順を始動することができ、この移行は、ＵＥ１１５
－ａと基地局１０５－ａとの間で送信するためのデータの存在と一致し得る。ランダムア
クセス要求手順は、ランダムアクセスプリアンブル（random access preamble）（たとえ
ば、ＬＴＥベースのプロトコルによるＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ（ＺＣ）シーケンスを含み得
るＰＲＡＣＨプリアンブルなど）中のデータビットのシーケンスを含み得る。ランダムア
クセスプリアンブルは、たとえば、ルートＺＣシーケンスに基づいて決定され得る。いく
つかの例において、通信リンク１２５－ａは、基地局１０５－ａによって送信されるとと
もにＵＥ１１５－ａによって受信されるランダムアクセス応答に少なくとも部分的に基づ
いて、ＵＥ１１５－ａと基地局１０５－ａとの間で確立され得る。
【００６６】
　[0077]　図３は、本開示の態様による、基地局１０５－ａとの通信リンク１２５－ａを
確立するために、ＵＥ１１５－ａによって実行され得るランダムアクセス要求手順３１０
の図３００である。ランダムアクセス要求手順３１０は、繰返しレベルに従って各々が実
行され得る１つまたは複数のランダムアクセス要求シーケンス３２０を含み得る。たとえ
ば、ランダムアクセス要求手順３１０は、第１の繰返しレベルに従って実行される第１の
ランダムアクセス要求シーケンス３２０－ａと、第２の繰返しレベルに従って実行される
第２のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｂと、第３の繰返しレベルに従って実行
される第３のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｃと、第４の繰返しレベルに従っ
て実行される第４のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｄとを含み得る。様々な例
において、ＵＥ１１５－ａは、各ランダムアクセス要求シーケンス３２０中で送信される
べきランダムアクセス要求３３０の数（たとえば、繰返しレベルに対するランダムアクセ
ス要求の最大数）を識別し、それに従って、ＵＥ１１５－ａによってランダムアクセス応
答が受信されるまで、ランダムアクセス要求シーケンス３２０（たとえば、関連付けられ
たランダムアクセス要求送信３４０の送信）を実行することができる。ＰＲＡＣＨ送信の
バンドリングを提供する例では、プリアンブル送信の複数の冗長バージョン（たとえば、
冗長送信３４０）が、ランダムアクセス要求３３０のための繰返しレベルに基づいて送信
され得る。ランダムアクセス要求シーケンス３２０に応答して、基地局１０５－ａからの
いかなるランダムアクセス応答もＵＥ１１５－ａによって受信されない場合、ランダムア
クセス手順３１０は、本明細書において説明されるように、より高い繰返しレベルで進ん
でよい。
【００６７】
　[0078]　ランダムアクセス要求送信３４０の各々は、図３００によって示されるように
、特定のアップリンク送信電力（uplink transmit power）で実行され得る。特定のラン
ダムアクセス要求送信３４０のためのアップリンク送信電力は、様々な送信電力パラメー
タから、ＵＥ１１５－ａによって決定され得る。いくつかの例において、別個の送信電力
パラメータが、それぞれの繰返しレベルに関連付けられてよく、ＵＥ１１５－ａ用に事前
構成され、および／またはＵＥ１１５－ａによって構成メッセージ中で受信されてよい。
ランダムアクセス要求送信３４０のためのアップリンク送信電力は、本明細書において説
明されるように、ＵＥ１１５－ａにおいて測定されたチャネル状態、先行ランダムアクセ
ス要求３３０の送信電力などのような、他のパラメータにさらに基づき得る。
【００６８】
　[0079]　第１のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ａは、第１の繰返しレベルに
従ってＵＥ１１５－ａによって実行されてよく、第１の繰返しレベルは、ＵＥ１１５－ａ
によって、ランダムアクセス要求手順３１０のための初期繰返しレベルとして識別され得
る。第１の繰返しレベルは、複数の繰返しレベルからＵＥ１１５－ａによって識別されて
よく、識別は、いくつかの例では、最も低い繰返しレベルを選択すること、チャネル状態
に基づく繰返しレベルを選択すること、選択、通信リンク１２５の前の状態に基づく繰返
しレベルなどに基づき得る。たとえば、チャネル状態は、基準信号受信電力（ＲＳＲＰre
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ference signal received power）測定および／または算出に基づいて決定されてよく、
ＲＳＲＰは様々な閾値と比較され得る。閾値は、ランダムアクセス要求のためのカバレー
ジ拡張レベルを決定するために、ＵＥ１１５－ａにおいて記憶されるか、またはＵＥ１１
５－ａに（たとえば、基地局１０５－ａなどによって）シグナリングされてよい。様々な
例において、繰返しレベルはリソースセットに関連付けられてよく、リソースセットは、
そのようなパラメータを、ランダムアクセス要求の数、冗長送信の数、初期送信電力、送
信電力ステップサイズなどとして含み得る。
【００６９】
　[0080]　ランダムアクセス要求手順３１０によって示されるように、第１の繰返しレベ
ルは、２つのランダムアクセス要求３３０（たとえば、ランダムアクセス要求３３０－ａ
および３３０－ｂ）に関連付けられ得る。さらに、第１の繰返しレベルに従って、ランダ
ムアクセス要求３３０－ａおよび３３０－ｂの各々が、単一のランダムアクセス要求送信
３４０（たとえば、それぞれ、ランダムアクセス要求送信３４０－ａ－１および３４０－
ｂ－１）を介して実行され得る。したがって、いくつかの例において、繰返しレベルは、
冗長ランダムアクセス要求送信３４０を利用しない（たとえば、ゼロカバレージ拡張レベ
ル、ゼロ繰返しレベルなど）ランダムアクセス要求３３０に関連付けられ得る。
【００７０】
　[0081]　第１のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ａの第１のランダムアクセス
要求３３０－ａは、第１の送信電力で実行され得る。第１のランダムアクセス要求シーケ
ンス３２０－ａの第１の送信電力は、第１の繰返しレベルに関連付けられた１つまたは複
数の送信電力パラメータに基づいて決定され得る。様々な例において、送信電力パラメー
タは、ＵＥ１１５－ａによって受信された構成パラメータ（たとえば、基地局１０５－ａ
からＵＥ１１５－ａによって受信された構成メッセージなど）、および／またはＵＥ１１
５－ａにおいて記憶されている構成パラメータを含み得る。いくつかの例において、送信
電力パラメータは、ＵＥ１１５－ａによって受信された信号から決定されたチャネル状態
（たとえば、ダウンリンク信号の測定値、ダウンリンク信号中のチャネル状態メッセージ
など）、およびまたはＵＥ１１５－ａの最大アップリンク送信電力に基づき得る。
【００７１】
　[0082]　第１のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ａの第２のランダムアクセス
要求３３０－ｂは、第１のアップリンク送信電力とは異なる第２の送信電力で実行され得
る。たとえば、第２の送信電力は、第１の送信電力に送信電力ステップサイズ３２５－ａ
を加えることによって算出され得る。送信電力ステップサイズ３２５－ａは、第１の繰返
しレベルに関連付けられてよく、いくつかの例では、第１の繰返しレベルに関連付けられ
た送信電力パラメータ中に含まれてよい。いくつかの例において、送信電力ステップサイ
ズ３２５－ａは、無線周波数チャネル状態、ランダムアクセス要求シーケンス３２０のラ
ンダムアクセス要求３３０の数などのような、他のパラメータにさらに基づき得る。
【００７２】
　[0083]　ＵＥ１１５－ａが、（たとえば、ランダムアクセス要求３３０－ａまたは３３
０－ｂに続く）第１のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ａの送信３４０のうちの
１つまたは複数に応答して、基地局１０５－ａからランダムアクセス応答を受信しない場
合、ランダムアクセス要求手順３１０は、第２のランダムアクセス要求シーケンス３２０
－ｂを進めてよい。たとえば、ＵＥ１１５－ａは第２の繰返しレベルを識別することがで
き、このレベルは、第１の繰返しレベルに対するカバレージ拡張に関連付けられ得る。い
くつかの例において、第２の繰返しレベルの識別は、リソースセット中の１つまたは複数
の所定の増分に関連付けられた、先行繰返しレベルからの、事前構成された増分であり得
る。いくつかの例において、第２の繰返しレベルの識別は、第１のランダムアクセス要求
シーケンス３２０－ａに関連付けられたパラメータに少なくとも部分的に基づき得る。た
とえば、第２のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｂは、第１のランダムアクセス
要求シーケンス３２０－ａの各ランダムアクセス要求３３０のための単一のランダムアク
セス要求送信３４０と比較して、第２のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｂ中の
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各ランダムアクセス要求３３０のための２つのランダムアクセス要求送信３４０に関連付
けられ得る。
【００７３】
　[0084]　いくつかの例において、所与の繰返しレベルのための送信電力パラメータは、
繰返しレベルのための初期送信電力を含んでよく、初期送信電力は、所与の繰返しレベル
、前の繰返しレベル、前の繰返しレベルの送信電力、またはそれらの任意の組合せに少な
くとも部分的に基づいて決定され得る。たとえば、繰返しレベルｊのための初期送信電力
を決定するために、繰返しレベルｊのパラメータを用いる、繰返しレベルｉのパラメータ
の様々な算出または比較が行われ得る（たとえば、ｒj－ｒi、ｒj／ｒi、ｌｏｇ（ｒj／
ｒi）などのような関係を適用し、ここでｒiおよびｒjは、それぞれ、繰返しレベルｉお
よび繰返しレベルｊのパラメータを表す。）。たとえば、繰返しレベルｊに関連付けられ
た初期送信電力は、Ｇj,i－１０・ｌｏｇ（ＲＲj,i）だけ調節された繰返しレベルｉでの
最終送信電力として（ｄＢｍで）決定されてもよく、ここでＧj,iは、繰返しレベルｉと
繰返しレベルｊとの間の（ｄＢでの）所望のカバレージ拡張ステップであり、ＲＲj,iは
、繰返しレベルｉと繰返しレベルｊとの間の冗長送信の比である。いくつかの例において
、繰返しレベルの間のカバレージ拡張ステップＧj,iは、繰返しレベルｉまたは繰返しレ
ベルｊに関連付けられた送信電力ステップサイズと同じであり得る。追加または代替とし
て、繰返しレベルの間のカバレージ拡張ステップＧj,iは、ＵＥ１１５－ａにおいて受信
された信号から決定されたチャネル状態（たとえば、ＲＳＲＰなど）に基づいて決定され
得る。ランダムアクセス手順３１０によって示されるように、ＵＥ１１５－ａは、第２の
ランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｂの第１のランダムアクセス要求３３０－ｃの
ための送信電力は、第１のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ａの最終ランダムア
クセス要求３３０－ｂの送信電力よりも高いべきであると決定し得る。
【００７４】
　[0085]　第１のランダムアクセス要求３３０－ｃに続いて、第２のランダムアクセス要
求シーケンス３２０－ｂの後続ランダムアクセス要求３３０が、増加する送信電力レベル
で送信され得る。たとえば、第２のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｂの第２の
ランダムアクセス要求３３０－ｄおよび第３のランダムアクセス要求３３０－ｅのための
送信電力は、送信電力ステップサイズ３２５－ｂだけ増加され得る。送信電力ステップサ
イズ３２５－ｂは、送信電力ステップサイズ３２５－ａに関して前に説明したように（た
とえば、送信電力パラメータから、繰返しレベルに基づいて、チャネル状態に基づいて、
など）決定され得る。
【００７５】
　[0086]　ＵＥ１１５－ａが、第２のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｂのラン
ダムアクセス要求３３０のうちの１つに応答してランダムアクセス応答を受信しない場合
、ランダムアクセス要求手順３１０は、第３のランダムアクセス要求シーケンス３２０－
ｃを進めてよい。たとえば、ＵＥ１１５－ａは、増加した数の冗長送信に関連付けられた
繰返しレベル（たとえば、第３のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｃ中の各ラン
ダムアクセス要求３３０に対する４つのランダムアクセス要求送信３４０）を再度識別し
てよい。
【００７６】
　[0087]　第３のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｃに示されるように、ＵＥ１
１５－ａは、第３のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｃの第１のランダムアクセ
ス要求３３０－ｆのための送信電力が、第１のランダムアクセス要求シーケンス３２０－
ａの最終ランダムアクセス要求３３０－ｅのための送信電力よりも低いべきであると決定
し得る。他の例では、ＵＥ１１５－ａは、第３のランダムアクセス要求シーケンス３２０
－ｃの第１のランダムアクセス要求３３０－ｆのための送信電力が、第１のランダムアク
セス要求シーケンス３２０－ａの最終ランダムアクセス要求３３０－ｅのための送信電力
と等しいべきであると決定し得る（図示せず）。
【００７７】
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　[0088]　第３のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｃの第１のランダムアクセス
要求３３０－ｆに続いて、第３のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｃの後続ラン
ダムアクセス要求３３０が、増加する送信電力レベルで送信され得る。たとえば、第３の
ランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｃの第２のランダムアクセス要求３３０－ｇの
ための送信電力は、送信電力ステップサイズ３２５－ｃだけ増加され得る。第３のランダ
ムアクセス要求３３０－ｈに関して、ＵＥ１１５－ａは、第２のランダムアクセス要求３
３０－ｇによって使われる送信電力に送信電力ステップサイズ３２５－ｃを加えると、最
大送信電力３５０を超え得ると決定し得る。様々な例において、最大送信電力３５０は、
ＵＥ１１５－ａのための最大送信電力またはランダムアクセス要求に関連付けられた最大
送信電力であってよい。したがって、ＵＥ１１５－ａは、第３のランダムアクセス要求３
３０－ｈのための送信電力を、最大送信電力３５０に等しく設定すればよい。
【００７８】
　[0089]　ＵＥ１１５－ａが、第３のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｃのラン
ダムアクセス要求３３０に応答して、基地局１０５－ａからランダムアクセス応答を受信
しない場合、ランダムアクセス要求手順３１０は、第４のランダムアクセス要求シーケン
ス３２０－ｄを進めればよい。たとえば、ＵＥ１１５－ａは、増加した数の冗長送信に関
連付けられた繰返しレベル（たとえば、第４のランダムアクセス要求シーケンス３２０－
ｄ中の各ランダムアクセス要求３３０のための６つのランダムアクセス要求送信３４０）
を再度識別し得る。いくつかの例において、第４の繰返しレベルは、ＵＥ１１５－ａ用に
構成される、および／または許容される、最も高い繰返しレベルであり得る。
【００７９】
　[0090]　第４のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｃに示されるように、ＵＥ１
１５－ａは、第３のランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｃの第１のランダムアクセ
ス要求３３０－ｆのための送信電力が、最大送信電力３５０に設定されるべきであると決
定し得る。いくつかの例において、ランダムアクセス要求３３０－ｉのための送信電力を
最大送信電力３５０に設定するという決定は、第４の繰返しレベルが最も高い繰返しレベ
ルであるということに基づいて行われ得る。いくつかの例において、アップリンク送信電
力を最大送信電力３５０に設定するという決定は、第４のランダムアクセス要求シーケン
ス３２０－ｄ用に決定された送信電力パラメータに基づいてよく、この決定は、各ランダ
ムアクセス要求３３０のための冗長ランダムアクセス要求送信３４０の数（たとえば、６
）が閾値を超えることに基づく。いくつかの例において、決定は、第４のランダムアクセ
ス要求シーケンス３２０－ｄの第１のランダムアクセス要求３３０－ｉの送信電力を、先
行ランダムアクセス要求シーケンス３２０－ｃの最終ランダムアクセス要求３３０－ｈの
送信電力に等しく設定することに基づいて行われ得る。様々な例において、ランダムアク
セス要求シーケンス３２０のランダムアクセス要求３３０のための最大送信電力３５０（
または他の任意の非増分アップリンク送信電力）を選択することには、ゼロに等しい送信
電力ステップサイズを設定することが伴い得る。
【００８０】
　[0091]　第１のランダムアクセス要求３３０－ｉに続いて、第４のランダムアクセス要
求シーケンス３２０－ｄの後続ランダムアクセス要求３３０は、最大送信電力で送信され
続けるであってよい。様々な例において、ランダムアクセス要求３３０は、ＵＥ１１５－
ａによってランダムアクセス応答が受信されるまで続いてよく、またはランダムアクセス
要求手順３１０は、ランダムアクセス要求シーケンス３２０の閾数、ランダムアクセス要
求３３０の閾数、ランダムアクセス要求送信３４０の閾数、またはそれらの任意の組合せ
に達すると終了してよい。ランダムアクセス要求手順３１０が不成功の場合、ＵＥ１１５
－ａは新たなランダムアクセス要求手順３１０を試みてよいが、この手順は、いくつかの
例では、事前構成された時間量だけ遅延され得る。ランダムアクセス手順３１０が（たと
えば、ランダムアクセス応答の受信に続いて）成功したとき、図２の通信リンク１２５－
ａなどの通信リンクが確立され得る。
【００８１】
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　[0092]　図４は、本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法を示すコール
フロー図４００の例を示す。コールフロー図４００は、図１または図２を参照して説明さ
れたワイヤレス通信システム１００またはワイヤレス通信サブシステム２００において利
用されるカバレージ拡張技法を示し得る。コールフロー図４００は、ＵＥ１１５－ｂと基
地局１０５－ｂとを含み、これらは、図１または図２を参照して説明されたＵＥ１１５お
よび基地局１０５の例であり得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５－ｂはＭＴＣデバイス
であり得る。コールフロー図４００は、競合ベースのランダムアクセス要求手順の例であ
り得る。たとえば、コールフロー図４００は、ＵＥ１１５－ｂがＲＲＣアイドルモードか
らＲＲＣ接続モードに移行している状況を示し得る。
【００８２】
　[0093]　４０５において、ＵＥ１１５－ｂは、第１のランダムアクセス要求シーケンス
のための第１の繰返しレベルを識別し、第１のランダムアクセス要求シーケンスのための
１つまたは複数の送信電力パラメータを決定し得る。いくつかの例において、第１の繰返
しレベルおよび／または送信電力パラメータは、たとえば、アップリンクまたはダウンリ
ンクチャネルのチャネル状態に基づいて決定され得る。たとえば、ＵＥ１１５－ｂは、基
地局１０５－ｂからのＲＳＲＰを測定すればよく、ランダムアクセス要求送信のための第
１の繰返しレベルおよび／または１つもしくは複数の送信電力パラメータは、ＲＳＲＰに
基づいて決定されてよい。
【００８３】
　[0094]　４１０－ａにおいて、ＵＥ１１５－ｂは、１つまたは複数の送信電力パラメー
タに従って、初期ランダムアクセス要求（たとえば、ＰＲＡＣＨプリアンブルなど）を送
信し得る。たとえば、ＵＥ１１５－ｂによって決定された１つまたは複数の送信パラメー
タは、第１のランダムアクセス要求シーケンスのための初期送信電力を含み得る。いくつ
かの例では、初期送信電力は、最大ＵＥ送信電力値、経路損失値（path loss value）、
受信信号のＲＳＲＰ、プリアンブルターゲット電力（preamble target power）、または
それらの任意の組合せの関数となり得る。４１０－ａにおけるランダムアクセス要求の複
数の冗長送信は、第１の繰返しレベルがカバレージ拡張目的のために送信のバンドリング
を提供するときなど、第１の繰返しレベルに従って送信されてよい。
【００８４】
　[0095]　いくつかの例において、第１の繰返しレベルは送信電力ランプアップのために
構成されてよく、ランプアップは、第１の送信電力ステップサイズに基づいて、第１の繰
返しレベルでの後続ランダムアクセス要求（subsequent random access request）におけ
る電力を増加させるために、ＵＥ１１５－ｂによって使われ得る。たとえば、ＵＥ１１５
－ｂが、４１０－ａにおける初期ランダムアクセス要求への応答（たとえば、ランダムア
クセス応答など）を受信しない場合、ＵＥ１１５－ｂは、後続ランダムアクセス要求を試
み、４１０－ｎにおける第Ｎのランダムアクセス要求まで、ランダムアクセス応答が受信
されたかどうか決定してよい。
【００８５】
　[0096]　いくつかの試み（図４の例ではＮ回の試み）の後、ＵＥ１１５－ｂは、より高
い繰返しレベルに切り替えてよい。たとえば、４１５において、ＵＥ１１５－ｂは、第２
の繰返しレベルを識別し、第２の繰返しレベルのための１つまたは複数の送信電力パラメ
ータを決定することができる。いくつかの例において、第２の繰返しレベルは、各ランダ
ムアクセス要求のための増加した数の冗長送信を含んでよく、第２の繰返しレベルは、第
１の繰返しレベルに相対して、増加した数のランダムアクセス要求も含んでよい。いくつ
かの例において、第２の繰返しレベルのための送信電力パラメータは、第２の繰返しレベ
ルのための初期送信電力を含んでよく、これは、第１の繰返しレベル、第１の繰返しレベ
ルの送信電力、またはそれらの任意の組合せに少なくとも部分的に基づいて決定され得る
。第１の繰返しレベルにおいて送信電力ランプアップが使われる例では、第２の繰返しレ
ベルでの初期試行のための送信電力は、第１の繰返しレベルからの最新の送信電力に基づ
き得る。
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【００８６】
　[0097]　いくつかの例において、第１の繰返しレベルでの最終ランダムアクセス要求の
送信電力は、最大送信電力（たとえば、ＵＥ１１５－ｃのための最大送信電力、ランダム
アクセス要求に関連付けられた最大送信電力など）であってよく、この場合、第２の繰返
しレベルでの初期ランダムアクセス要求のための送信電力は、最大送信電力になるように
設定されてよい。いくつかの例において、第２の繰返しレベルでの初期ランダムアクセス
要求のための送信電力は、前のランダムアクセス試行の失敗に基づいて、最大送信電力と
して設定され得る。いくつかの例において、第２の繰返しレベルでの初期ランダムアクセ
ス要求のための送信電力は、第１の繰返しレベルでの最終ランダムアクセス要求の送信電
力になるように設定されてよく、ランダムアクセス要求の冗長な繰返しの数が増加され得
る。なおさらなる例において、第２の繰返しレベルでの初期ランダムアクセス要求のため
の送信電力は、最新のランダムアクセス試行の電力、第１の繰返しレベルの冗長送信の数
、および第２の繰返しレベルの冗長送信の数に応じて決定されてよい。
【００８７】
　[0098]　たとえば、第１の繰返しレベルと第２の繰返しレベルとの間で３ｄＢのカバレ
ージ拡張が所望される場合、そのような拡張は、増加した送信電力、増加した数の冗長送
信、またはそれらの組合せを通して達成され得る。したがって、この例では、第２の繰返
しレベルが、第１の繰返しレベルの２倍の数の、ランダムアクセス要求の冗長送信用に構
成される場合、３ｄＢの増加は、第２の繰返しレベルでの追加冗長送信を通して達成され
得る。別の例において、第２の繰返しレベルが、第１の繰返しレベルの５倍の数の冗長送
信を提供し、３ｄＢの増加が所望される場合、第２の繰返しレベルに関連付けられた送信
電力レベルは、－１０＊ｌｏｇ10（５／２）ｄＢだけ調節された、第１の繰返しレベルで
の最終送信電力として決定されてもよい。当然ながら、これらの例は、考察および説明の
ためにのみ与えられるのであって、電力ランプアップステップサイズ（power ramp-up st
ep size）が異なる値であるときは、他の様々な例が適用されてよい。
【００８８】
　[0099]　いくつかの例において、繰返しレベルの間および／または繰返しレベル内での
ランダムアクセス試行の間の、リソースの実質的に一様な増加が与えられてよく、そのよ
うな増加のためのリソースは、電力ランプアップと繰返しレベル増加の組合せから生じ得
る。いくつかの例において、第１の繰返しレベルに関連付けられた、繰り返されるランダ
ムアクセス要求の数は２以上であり、第２の繰返しレベルに関連付けられた繰り返される
ランダムアクセス要求の数は１であり、したがって、第１の繰返しレベルの後のランダム
アクセス要求が失敗し続ける場合、リソースの比較的素早い割振りを提供する。
【００８９】
　[0100]　４２０において、成功ランダムアクセス要求（successful random access req
uest）が第２の繰返しレベルで送られ得るが、いくつかのケースではより高い繰返しレベ
ルが使われてよいことが容易に理解されよう。４２０における成功ランダムアクセス要求
に応答して、ＵＥ１１５－ｂは、４２５において、基地局１０５－ｃから、ランダムアク
セス応答（たとえば、ＰＤＳＣＨメッセージなど）を受信し得る。４３０において、ＵＥ
１１５－ｂは次いで、ＰＵＳＣＨ上におけるレイヤ３メッセージなど、初期アップリンク
送信で応答し得る。初期アップリンク電力（たとえば、４３０における初期アップリンク
送信の電力）は、いくつかの例では、繰返しレベルに少なくとも部分的に基づいて決定さ
れ得る。
【００９０】
　[0101]　図５は、本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法を示すコール
フロー図５００の例を示す。コールフロー図５００は、図１または図２を参照して説明さ
れたワイヤレス通信システム１００またはワイヤレス通信サブシステム２００において利
用されるアップリンク電力制御カバレージ拡張技法を示し得る。コールフロー図５００は
、ＵＥ１１５－ｃと基地局１０５－ｃとを含み、これらは、図１または図２を参照して説
明されたＵＥ１１５および基地局１０５の例であり得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５
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－ｃはＭＴＣデバイスであり得る。コールフロー図５００は、競合ベースのランダムアク
セス要求手順の例であり得る。たとえば、コールフロー図５００は、ＵＥ１１５－ｃがＲ
ＲＣアイドルモードからＲＲＣ接続モードに移行している状況を示し得る。
【００９１】
　[0102]　５０５において、ＵＥ１１５－ｃは、ランダムアクセス構成（random access 
configuration）を受信し得る。たとえば、ランダムアクセス構成は、基地局１０５－ｃ
からのＰＤＣＣＨまたはＰＤＳＣＨ送信により受信される構成メッセージを含み得る。５
０５において受信されたランダムアクセス構成は、たとえば、１つまたは複数のランダム
アクセス要求送信のための送信電力を決定する際に使用するための１つまたは複数の送信
電力パラメータを指示し得る。
【００９２】
　[0103]　５１０において、ＵＥ１１５－ｃは、１つまたは複数のランダムアクセス繰返
しレベルと、１つまたは複数の繰返しレベルでのランダムアクセス要求のための１つまた
は複数の送信電力とを識別し得る。たとえば、ＵＥ１１５－ｃは、第１の繰返しレベルと
、第１の繰返しレベルでの送信のための第１の送信電力とを識別することができ、第２の
繰返しレベルと、第２の繰返しレベルでの送信のための第２の送信電力とを識別すること
ができる。いくつかの例において、第２の、またはより高い送信電力は、第１の繰返しレ
ベル、第１の送信電力、および１つまたは複数の送信電力ステップサイズに少なくとも部
分的に基づき得る。
【００９３】
　[0104]　たとえば、送信電力ステップサイズは、第１の送信電力レベルに相対する、第
２の送信電力についての第１の送信電力ステップサイズと、第２の送信電力レベルに相対
する、第３の送信電力についての第２の送信電力ステップサイズとを含み得る（たとえば
、第１の繰返しレベルに関連付けられた電力ランプアップステップサイズ（power ramp-u
p step size）は２ｄＢであり、第２の繰返しレベルに関連付けられた電力ランプアップ
ステップサイズは３ｄＢである、など）。他の例では、ＵＥ１１５－ｃが次に高い繰返し
レベルに移ると、次に高い繰返しレベルのための送信電力は、最大送信電力（たとえば、
ＵＥ１１５－ｃのための最大送信電力、ランダムアクセス要求に関連付けられた最大送信
電力など）に等しくなるように設定されてよい。いくつかの例において、１つまたは複数
の送信電力ステップサイズはそれぞれ、各それぞれの繰返しレベル内での連続ランダムア
クセス要求向けに使われ得る。つまり、第１の送信電力ステップサイズが、第１の繰返し
レベルの連続ランダムアクセス要求のために使われてよく、第２の送信電力ステップサイ
ズが、第２の繰返しレベルの連続ランダムアクセス要求のために使われてよい。
【００９４】
　[0105]　５１５－ａにおいて、ＵＥ１１５－ｃは、第１の繰返しレベルのための第１の
送信電力で、初期ランダムアクセス要求（たとえば、ＰＲＡＣＨプリアンブルなど）を送
信し得る。前に説明したように、第１の送信電力および第１の繰返しレベルは、いくつか
の例ではチャネル状態またはＲＳＲＰに基づき得る。上述したように、いくつかの例にお
いて、第１の繰返しレベルが、カバレージ拡張のために送信のバンドリングを提供する場
合、初期ランダムアクセス要求は、５１５－ａにおける複数の冗長ランダムアクセスプリ
アンブル送信を含み得る。図５の例において、ＵＥ１１５－ｃが初期ランダムアクセス要
求への応答を受信しない場合、ＵＥ１１５－ｃは、５１５－ｎにおける第１の繰返しレベ
ルでの第Ｎのランダムアクセス要求まで、後続ランダムアクセス要求を試み、ランダムア
クセス応答が受信されるかどうか決定してよい。いくつかの試み（図５の例ではＮ回の試
み）の後、ＵＥ１１５－ｃは、より高い繰返しレベルに切り替えてよい。上述したように
、より高い繰返しレベルは、各ランダムアクセス要求内での増加した数の冗長送信、増加
した送信電力、またはそれらの組合せを含み得る。たとえば、ＵＥ１１５－ｃは、５１５
－ｚにおいて、第ｍの繰返しレベルに従って、成功ランダムアクセス要求を送信し得る。
【００９５】
　[0106]　図５の参照を続けると、成功ランダムアクセス要求は、５１５－ｚにおいて、



(24) JP 6891122 B2 2021.6.18

10

20

30

40

50

第２の、またはより高い繰返しレベルで送られ得る。成功ランダムアクセス要求に応答し
て、ＵＥ１１５－ｃは、５２０において、基地局１０５－ｃから、ランダムアクセス応答
（たとえば、ＰＤＳＣＨメッセージなど）を受信し得る。ＵＥ１１５－ｃは次いで、ＰＵ
ＳＣＨ上におけるレイヤ３メッセージなど、５２５における初期アップリンク送信で応答
し得る。初期アップリンク電力（たとえば、４２５における初期アップリンク送信の電力
）は、いくつかの例では、５１５－ｚの成功ランダムアクセス要求の繰返しレベルに少な
くとも部分的に基づいて決定され得る。
【００９６】
　[0107]　図６は、本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法を示すコール
フロー図６００の例を示す。コールフロー図６００は、図１または図２を参照して説明さ
れたワイヤレス通信システム１００またはワイヤレス通信サブシステム２００において利
用されるアップリンク電力制御カバレージ拡張技法を示し得る。コールフロー図６００は
、ＵＥ１１５－ｃと基地局１０５－ｃとを含み、これらは、図１または図２を参照して説
明されたＵＥ１１５および基地局１０５の例であり得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５
－ｃはＭＴＣデバイスであり得る。コールフロー図６００は、競合ベースのランダムアク
セス要求手順の例であり得る。たとえば、コールフロー図６００は、ＵＥ１１５－ｃがＲ
ＲＣアイドルモードからＲＲＣ接続モードに移行している状況を示し得る。
【００９７】
　[0108]　６０５において、この例におけるＵＥ１１５－ｄは、第１の繰返しレベルと、
ランダムアクセス要求のための第１の送信電力と、連続ランダムアクセス要求送信につい
ての送信電力増加ステップサイズとを識別し得る。いくつかの例において、ＵＥ１１５－
ｄは、第１の繰返しレベルで送信されるべきランダムアクセス要求の最大数を識別するこ
とができ、最大数は、第１の送信電力または送信電力増加ステップサイズ、および最大送
信電力（たとえば、ＵＥ１１５－ｃのための最大送信電力、ランダムアクセス要求に関連
付けられた最大送信電力など）に少なくとも部分的に基づき得る。前に説明したように、
第１の送信電力および繰返しレベルは、いくつかの例では、チャネル状態またはＲＳＲＰ
に基づき得る。ＵＥ１１５－ｄは次いで、識別された情報に基づいてランダムアクセス要
求シーケンスを実行することができる。
【００９８】
　[0109]　６１０－ａにおいて、ＵＥ１１５－ｄは、第１の繰返しレベルに従って、初期
ランダムアクセス要求（たとえば、１つまたは複数のＰＲＡＣＨプリアンブルの送信など
）を第１の送信電力で送信し得る。上述したように、たとえば、第１の繰返しレベルがカ
バレージ拡張目的のために送信のバンドリングを提供する場合、初期ランダムアクセス要
求の複数の冗長送信は、６１０－ａにおいて送信され得る。ＵＥ１１５－ｄが初期ランダ
ムアクセス要求へのランダムアクセス応答を受信しない場合、ＵＥ１１５－ｄは、後続ラ
ンダムアクセス要求を再度試み、６１０－ｎにおいて、第１の繰返しレベルに従って、第
ＮのＰＲＡＣＨプリアンブル送信まで、ランダムアクセス応答が受信されるかどうか決定
し得る。
【００９９】
　[0110]　いくつかの試み（図６の例ではＮ回の試み）の後、ＵＥ１１５－ｄは、より高
い繰返しレベルに切り替えてよい。前に説明したように、より高い繰返しレベルは、第１
の繰返しレベルに後続するランダムアクセス要求について、各ランダムアクセス要求の増
加した数の冗長送信、増加した送信電力、または両方の組合せを含み得る。６１０－ｚに
おいて、ＵＥ１１５－ｄは、より高い繰返しレベルに従って、成功ランダムアクセス要求
を送信し得る。
【０１００】
　[0111]　たとえば、ＵＥ１１５－ｄは、ランダムアクセス要求シーケンスを繰返しレベ
ル１で始めてよく、このシーケンスは、３つのランダムアクセス要求を含むように構成さ
れ得る。繰返しレベル１の間にランダムアクセス応答が受信されず、繰返しレベル１によ
る最終ランダムアクセス要求送信の最終送信電力が２０ｄＢｍである場合、ＵＥは、同じ
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送信電力（２０ｄＢｍ）を使って、ランダムアクセス要求の５つの冗長送信を有するラン
ダムアクセス要求シーケンスなど、より高い繰返しレベルによるランダムアクセス要求を
試みればよい。ランダムアクセス応答が依然として受信されない場合、３ｄＢの電力ラン
プアップステップサイズを仮定して、ＵＥは、前のランダムアクセス要求と同じ繰返しレ
ベルによる別のランダムアクセス要求を、２３ｄＢｍという、より高い送信電力で送信し
てよい。２３ｄＢｍが最大送信電力であり、ランダムアクセス応答が依然として受信され
ない場合、後続ランダムアクセス要求が、より高い繰返しレベルに従って送信されてよい
。
【０１０１】
　[0112]　いくつかの例において、送信電力増加ステップサイズは、各連続ランダムアク
セス要求送信のための事前構成されたステップサイズであり得る。構成は、たとえば、基
地局１０５－ｄからの構成メッセージ中で受信され得る。いくつかの例において、特定の
繰返しレベルについてのランダムアクセス要求の最大数は、半静的に構成されたパラメー
タに基づき得る。
【０１０２】
　[0113]　６１０－ｚにおける成功ランダムアクセス要求は、第２の、またはより高い繰
返しレベルで送られ得る。成功ランダムアクセス要求に応答して、ＵＥ１１５－ｄは、６
１５において、基地局１０５－ｄからランダムアクセス応答（たとえば、ＰＤＳＣＨメッ
セージなど）を受信し得る。ＵＥ１１５－ｄは次いで、ＰＵＳＣＨ上におけるレイヤ３メ
ッセージを含み得る、６２０における初期アップリンク送信で応答し得る。初期アップリ
ンク電力（たとえば、初期アップリンク送信の電力）は、いくつかの例では、６１０－ｚ
の成功ランダムアクセス要求に関連付けられた繰返しレベルに少なくとも部分的に基づい
て決定され得る。
【０１０３】
　[0114]　図７は、本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張のために構成され
たワイヤレス通信デバイス７１０のブロック図７００を示す。ワイヤレス通信デバイス７
１０は、図１～図６を参照して説明されたＵＥ１１５の態様の例であり得る。ワイヤレス
通信デバイス７１０は、受信機７２０と、ワイヤレス通信マネージャ（wireless communi
cations manager）７３０と、送信機７４０とを含み得る。ワイヤレス通信デバイス７１
０は、プロセッサも含み得る。これらの構成要素の各々は、互いと通信していることがあ
る。
【０１０４】
　[0115]　受信機７２０は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルに関連
付けられた制御情報（たとえば、制御チャネル、データチャネル、およびＭＴＣデバイス
のための繰返しレベルカバレージ拡張、時間ドメインバンドリングに関する情報など）な
どの情報を受信し得る。いくつかの例において、受信機７２０は、ランダムアクセス繰返
しレベルについての構成を（たとえば、ＤＬ制御チャネル中で、など）受信してよく、こ
の構成は、本明細書において説明される様々な送信電力パラメータを含み得る。受信機７
２０は、ワイヤレス通信デバイス７１０からのランダムアクセス要求に応答して、基地局
からランダムアクセス応答を受信するようにも構成され得る。情報は、ワイヤレス通信マ
ネージャ７３０に、およびワイヤレス通信デバイス７１０の他の構成要素に渡され得る。
【０１０５】
　[0116]　ワイヤレス通信マネージャ７３０は、ワイヤレス通信デバイス７１０の様々な
態様を管理することができる。たとえば、ワイヤレス通信マネージャ７３０は、本明細書
において説明される繰返しレベルカバレージ拡張技法の様々な態様を管理するように構成
された繰返しレベルカバレージ拡張マネージャ（repetition level coverage enhancemen
t manager）７３５を含み得る。たとえば、繰返しレベルカバレージ拡張マネージャ７３
５は、繰返しレベルを識別し、ランダムアクセス要求の送信に関連付けられた１つまたは
複数の送信電力パラメータを決定することができる。いくつかの例において、繰返しレベ
ルカバレージ拡張マネージャ７３５は、前の繰返しレベルでの、前のランダムアクセスシ
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ーケンスのアップリンク送信電力に基づいて送信電力パラメータを決定することができる
。追加または代替として、いくつかの例において、繰返しレベルカバレージ拡張マネージ
ャ７３５は、受信機７２０によって受信された構成を解釈し、ランダムアクセス要求シー
ケンスのための繰返しレベルを識別し、解釈された構成に基づいて、ランダムアクセス要
求シーケンスのランダムアクセス要求のためのアップリンク送信電力を決定することがで
きる。いくつかの例において、ワイヤレス通信マネージャ７３０は、図１～図５を参照し
て上述されたＭＴＣ通信に関連した動作を実行することができる。
【０１０６】
　[0117]　送信機７４０は、ワイヤレス通信デバイス７１０の他の構成要素から受信され
た信号を送信し得る。たとえば、送信機７４０は、本明細書において説明される繰返しレ
ベルカバレージ拡張技法を含み得る、ワイヤレス通信デバイス７１０にサービスする基地
局１０５によって受信されるべきランダムアクセス要求を送信するように構成され得る。
いくつかの例では、送信機７４０は、トランシーバモジュール中で受信機とコロケート（
collocate）され得る。たとえば、送信機７４０は、図１０を参照して説明されるＵＥト
ランシーバ１０３５および／またはアンテナ１０４０の態様の例であってよい。
【０１０７】
　[0118]　図８は、本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法のために構成
された繰返しレベルカバレージ拡張マネージャ７３５－ａのブロック図８００を示す。繰
返しレベルカバレージ拡張マネージャ７３５－ａは、図７を参照して説明された繰返しレ
ベルカバレージ拡張マネージャ７３５の態様の例であってよい。繰返しレベルカバレージ
拡張マネージャ７３５－ａは、構成インタープリタ（configuration interpreter）８０
５、チャネル状態決定器（channel condition determiner）８１０、繰返しレベル識別器
（repetition level identifier）８１５、送信電力パラメータ決定器（transmission po
wer parameter determiner）８２０、またはランダムアクセス手順マネージャ（random a
ccess procedure manager）８２５のうちの任意の１つまたは複数を含み得る。これらの
構成要素の各々は、１つまたは複数のバス８３５を介して、互いと通信していることがあ
る。
【０１０８】
　[0119]　構成インタープリタ８０５は、ワイヤレス通信デバイスにおいて（たとえば、
ＵＥ１１５のメモリ中に）記憶された構成、または受信機（たとえば、図７を参照して説
明された受信機７２０）により受信された構成などのランダムアクセス要求構成の態様を
解釈することができる。いくつかの例において、構成インタープリタ８０５は、受信機に
より、ランダムアクセス手順に関連付けられた１つまたは複数の送信電力パラメータを指
示する構成メッセージを受信し得る。様々な例において、送信電力パラメータは、別のデ
バイスにおいて構成される（たとえば、基地局がその値を半静的に構成する）、繰返しレ
ベルおよび／またはレベルごとの繰返し数に関連し得る。構成インタープリタ８０５は、
そのような構成情報、たとえば、送信電力パラメータ決定器８２０または繰返しレベル識
別器８１５を伝えてよい。
【０１０９】
　[0120]　チャネル状態決定器８１０は、たとえばＲＳＲＰを通して、チャネル状態を決
定するように構成されてよく、たとえば、図１～図５を参照して上述したように、初期繰
返しレベル、アップリンク送信電力、および／またはランダムアクセス要求送信のための
送信電力ステップサイズを決定するために、チャネル状態についての情報を他のモジュー
ルに提供することができる。
【０１１０】
　[0121]　繰返しレベル識別器８１５は、図１～図５を参照して上述したように、ランダ
ムアクセス要求送信のための繰返しレベルを識別し得る。いくつかの例において、識別は
複数の繰返しレベルから行われてよく、識別は、ランダムアクセス要求手順の初期、中間
、または最終繰返しレベルであってよい。いくつかの例において、レベルごとの繰返しの
数および／または可能繰返しレベルは、繰返しレベルカバレージ拡張マネージャにおける
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（たとえば、メモリに記憶された）事前構成された値を含んでよく、繰返しレベル識別器
８１５は、事前構成された値からレベルおよび／または繰返し数を決定する。他の例では
、繰返しレベルおよび／またはレベルごとの繰返し数は、繰返しレベル識別器８１５によ
って決定され得る、構成可能な値である。さらに他の実施形態では、繰返しレベルおよび
／またはレベルごとの繰返し数は構成可能な値であり、それらは別のデバイスで構成され
（たとえば、基地局がその値を半静的に構成する）、繰返しレベル識別器８１５へ伝えら
れ得る。たとえば、受信機モジュール７２０は、繰返しレベルおよび／または所与の繰返
しレベルに対する繰返し数を示すシグナリングを受信し得、受信機７２０は、そのような
情報を繰返しレベル識別器８１５へ伝え得る。追加または代替として、いくつかの例にお
いて、繰返しレベル識別器８１５は、チャネル状態決定器８１０によって決定されたチャ
ネル状態に少なくとも部分的に基づいて繰返しレベルを識別し得る。
【０１１１】
　[0122]　送信電力パラメータ決定器８２０は、ランダムアクセス要求シーケンスの１つ
または複数のランダムアクセス要求についての送信電力パラメータを決定するように構成
され得る。いくつかの例において、送信電力パラメータ決定器８２０は送信電力を決定す
ることができ、送信電力は、図１～図５を参照して上述したように、繰返しレベルに全体
的または部分的に基づき得る。たとえば、送信電力パラメータ決定器８２０は、１つの繰
返しレベル（たとえばＰＲＡＣＨ繰返しレベル）に基づいて初期アップリンク電力を決定
するように構成され得、また、異なる繰返しレベル（たとえば後続ＰＲＡＣＨ繰返しレベ
ル）に基づいて後続のアップリンク電力を決定するように構成され得る。いくつかの例に
おいて、送信電力パラメータ決定器は、繰返しレベルに従って、ランダムアクセス要求の
ための送信電力ステップサイズを決定し得る。追加または代替として、送信電力パラメー
タ決定器８２０は最大送信電力を決定することができ、これは、様々な例において、デバ
イスの最大送信電力、またはランダムアクセス要求送信に関連付けられた最大送信電力の
一方または両方であってよい。追加または代替として、いくつかの例において、送信電力
パラメータ決定器８２０は、チャネル状態決定器８１０によって決定されたチャネル状態
に少なくとも部分的に基づいて送信電力を決定し得る。
【０１１２】
　[0123]　繰返しレベルカバレージ拡張マネージャ７３５－ａに含まれる場合、ランダム
アクセス手順マネージャ８２５は、本明細書において説明されるランダムアクセス手順の
態様を管理することができる。たとえば、ランダムアクセス手順マネージャ８２５は、ラ
ンダムアクセス要求手順の一部として、送信されるべきランダムアクセス要求送信（たと
えば、ＰＲＡＣＨプリアンブルなど）を識別することができる。いくつかの例において、
ランダムアクセス手順マネージャは、図３を参照して説明されたパラメータのような、ラ
ンダムアクセス要求手順における繰返しレベルの数、ランダムアクセス要求シーケンス中
のランダムアクセス要求の数、ランダムアクセス要求の冗長送信の数、および／または各
ランダムアクセス要求送信のための送信電力などのパラメータを管理することができる。
いくつかのランダムアクセス要求のために、ランダムアクセス手順マネージャ８２５は、
送信電力を最大送信電力に設定してよく、最大送信電力は、様々な例では、デバイスの最
大送信電力、またはランダムアクセス要求送信に関連付けられた最大送信電力であってよ
い。いくつかの例において、ランダムアクセス手順マネージャ８２５は、図１～図５を参
照して上述したように、受信機（たとえば、図７を参照して説明された受信機７２０など
）によりランダムアクセス応答が受信されたかどうか決定し得る。いくつかの例において
、ランダムアクセス手順マネージャ８２５は、ＰＲＡＣＨ送信のための繰返しレベルリソ
ースを決定するなど、図１～図５を参照して上述したように、ランダムアクセス要求のた
めのリソースセットを決定するように構成され得る。
【０１１３】
　[0124]　図７を参照して説明されたワイヤレス通信デバイス７１０の構成要素、および
／または図７もしくは図８を参照して説明された繰返しレベルカバレージ拡張マネージャ
７３５は、適用可能な機能の一部またはすべてをハードウェアで実行するように適応され
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た少なくとも１つのＡＳＩＣを用いて、個々にまたは集合的に実装され得る。代替的に、
それらの機能は、少なくとも１つのＩＣ上で、１つまたは複数の他の処理ユニット（また
はコア）によって実行され得る。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の方
式でプログラムされ得る他のタイプの集積回路（たとえば、構造化／プラットフォームＡ
ＳＩＣ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、または別のセミカスタム
ＩＣ）が使用される場合がある。各ユニットの機能はまた、全体的または部分的に、１つ
または複数の汎用プロセッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフ
ォーマットされた、メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【０１１４】
　[0125]　図９は、本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張のために構成され
たＵＥ１１５を含むシステム９００を示す。ＵＥ１１５－ｅは、図１～図７を参照して上
記で説明されたＵＥ１１５、またはワイヤレス通信デバイス７１０の例であり得る。ＵＥ
１１５－ｅは、図６～図８を参照して説明したワイヤレス通信マネージャ７３０の例であ
り得るワイヤレス通信マネージャ７３０－ａを含み得る。いくつかの例において、ワイヤ
レス通信マネージャ７３０－ａは、図１～図５を参照して上述されたＭＴＣ通信に関連し
た動作を実行するように構成され得る。ＵＥ１１５－ｅは、通信を送信するための構成要
素と通信を受信するための構成要素とを含む、双方向音声およびデータ通信のための構成
要素も含み得る。たとえば、ＵＥ１１５－ｅは、ＵＥ１１５－ｆまたは基地局１０５－ｅ
と双方向に通信し得る。
【０１１５】
　[0126]　ＵＥ１１５－ｅは、プロセッサ９０５と、（ソフトウェア／ファームウェアコ
ード９２０を含む）メモリ９１５と、トランシーバ９３５と、１つまたは複数のアンテナ
９４０とを含み得、それらの各々は、（たとえば、バス９４５を介して）互いと直接また
は間接的に通信し得る。トランシーバ９３５は、上記で説明されたように、アンテナ９４
０またはワイヤードリンクもしくはワイヤレスリンクを介して、１つまたは複数のネット
ワークと双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ９３５は、基地局１０５または別
のＵＥ１１５と双方向に通信し得る。トランシーバ９３５は、パケットを変調し、変調さ
れたパケットを送信のためにアンテナ９４０に与え、アンテナ９４０から受信されたパケ
ットを復調するためのモデムを含み得る。ＵＥ１１５－ｅは単一のアンテナ９４０を含み
得るが、ＵＥ１１５－ｃは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することが可
能な複数のアンテナ９４０を有してもよい。
【０１１６】
　[0127]　メモリ９１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読取り専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）とを含む場合がある。メモリ９１５は、実行されると、本明細書で説明する様々な
機能（たとえば、繰返しレベルカバレージ拡張技法など）をプロセッサ９０５に実行させ
る命令を含む、コンピュータ可読コンピュータ実行可能ソフトウェア／ファームウェアコ
ード（software/firmware code）９２０を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア／ファー
ムウェアコード９２０は、プロセッサ９０５によって直接的に実行可能でないことがある
が、（たとえば、コンパイルされ実行されたとき）コンピュータに本明細書で説明される
機能を実行させ得る。プロセッサ９０５は、インテリジェントハードウェアデバイス（た
とえば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなど）を含み得
る。
【０１１７】
　[0128]　ワイヤレス通信マネージャ７３０－ａは、図１～図８を参照して上述したよう
に、ＵＥ１１５－ｅのカバレージ拡張設定に少なくとも部分的に基づいてランダムアクセ
ス手順を実行するように構成され得る。たとえば、ワイヤレス通信マネージャ７３０－ａ
は、図７または図８を参照して説明された繰返しレベルカバレージ拡張マネージャ７３５
などの繰返しレベルカバレージ拡張マネージャを含み得る。ワイヤレス通信マネージャ７
３０－ａは、ＵＥ１１５－ｅの他の構成要素と、１つまたは複数のバス９４５を介して直
接または間接的に通信している場合がある。ワイヤレス通信マネージャ７３０－ａ、もし
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くはその部分はプロセッサを含んでよく、またはワイヤレス通信マネージャ７３０－ａの
機能の一部もしくは全部は、プロセッサ９０５によって、もしくはプロセッサ９０５と関
連して実行され得る。
【０１１８】
　[0129]　図１０は、本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法を利用する
ワイヤレス通信のための方法１０００を示すフローチャートを示す。方法１０００の動作
は、図１～図９を参照して説明されたように、ワイヤレス通信デバイス（たとえば、ＵＥ
１１５もしくはワイヤレス通信デバイス７１０）またはその構成要素によって実装され得
る。たとえば、方法１０００の動作は、図７～図９を参照して説明された繰返しレベルカ
バレージ拡張マネージャ７３５を有するワイヤレス通信マネージャ７３０によって実行さ
れ得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信デバイスは、以下で説明する機能を実行する
ようにワイヤレス通信デバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る
。追加または代替として、ワイヤレス通信デバイスは、専用ハードウェアを使用して、以
下で説明される機能態様を実行し得る。
【０１１９】
　[0130]　ブロック１００５において、方法は、図１～図６を参照して上述したように、
ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための複数の繰返
しレベルから、第１の繰返しレベルを識別することを含み得る。いくつかの例では、ブロ
ック１００５の動作は、図８を参照して説明したように繰返しレベル識別器８１５によっ
て実行され得る。
【０１２０】
　[0131]　ブロック１０１０において、方法は、図１～図６を参照して上述したように、
第１の繰返しレベルに少なくとも部分的に基づいて、第１のランダムアクセス要求シーケ
ンスの１つまたは複数のランダムアクセス要求のための１つまたは複数の送信電力パラメ
ータを決定することできる。いくつかの例では、ブロック１０１０の動作は、図８を参照
してデクライブしたように送信電力パラメータ決定器８２０によって実行され得る。
【０１２１】
　[0132]　ブロック１０１５において、方法は、図１～図６を参照して上述したように、
１つまたは複数の送信電力パラメータに従って、第１のランダムアクセス要求シーケンス
の１つまたは複数のランダムアクセス要求を送信することを含み得る。いくつかの例にお
いて、ブロック１０１５の動作は、図７を参照して説明された送信機７４０などの送信機
、または図９を参照して説明されたトランシーバ９３５およびアンテナ９４０と協働して
、図８を参照して説明されたランダムアクセス手順マネージャ８２５によって実行され得
る。
【０１２２】
　[0133]　図１１は、本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法を利用する
ワイヤレス通信のための方法１１００を示すフローチャートを示す。方法１０００の動作
は、図１～図９を参照して説明されたように、ワイヤレス通信デバイス（たとえば、ＵＥ
１１５もしくはワイヤレス通信デバイス７１０）またはその構成要素によって実装され得
る。たとえば、方法１１００の動作は、図７～図９を参照して説明された繰返しレベルカ
バレージ拡張マネージャ７３５を有するワイヤレス通信マネージャ７３０によって実行さ
れ得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信デバイスは、以下で説明する機能を実行する
ようにワイヤレス通信デバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る
。追加または代替として、ワイヤレス通信デバイスは、専用ハードウェアを使用して、以
下で説明される機能態様を実行し得る。
【０１２３】
　[0134]　ブロック１１０５において、方法は、図１～図６を参照して説明したように、
ランダムアクセス要求シーケンスのための繰返しレベルを識別することを含み得る。いく
つかの例では、ブロック１１０５の動作は、図８を参照して説明したように繰返しレベル
識別器８１５によって実行され得る。
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【０１２４】
　[0135]　ブロック１１１０において、方法は、図１～図６を参照して説明したように、
前の繰返しレベルでの前のランダムアクセス要求シーケンスのアップリンク送信電力に少
なくとも部分的に基づいて、ランダムアクセス要求シーケンスのための１つまたは複数の
送信電力パラメータを決定することを含み得る。いくつかの例では、ブロック１１１０の
動作は、図８を参照して説明したように送信電力パラメータ決定器８２０によって実行さ
れ得る。
【０１２５】
　[0136]　図１２は、本開示の態様による、繰返しレベルカバレージ拡張技法を利用する
ワイヤレス通信のための方法１２００を示すフローチャートを示す。方法１２００の動作
は、図１～図９を参照して説明されたように、ワイヤレス通信デバイス（たとえば、ＵＥ
１１５もしくはワイヤレス通信デバイス７１０）またはその構成要素によって実装され得
る。たとえば、方法１２００の動作は、図７～図９を参照して説明された繰返しレベルカ
バレージ拡張マネージャ７３５を有するワイヤレス通信マネージャ７３０によって実行さ
れ得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信デバイスは、以下で説明する機能を実行する
ようにワイヤレス通信デバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る
。追加または代替として、ワイヤレス通信デバイスは、専用ハードウェアを使用して、以
下で説明される機能態様を実行し得る。
【０１２６】
　[0137]　ブロック１２０５において、方法は、図１～図６を参照して説明されたように
、ランダムアクセス手順に関連付けられた１つまたは複数の送信電力パラメータを指示す
る構成メッセージを受信することを含み得る。いくつかの例では、ブロック１２０５の動
作は、図８を参照して説明したよう構成インタープリタ８０５によって実行され得る。
【０１２７】
　[0138]　ブロック１２１０において、方法は、図１～図６を参照して説明されたように
、ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための第１の繰
返しレベルを識別することを含み得る。いくつかの例では、ブロック１２１０の動作は、
図８を参照して説明したように繰返しレベル識別器８１５によって実行され得る。
【０１２８】
　[0139]　ブロック１２１５において、方法は、図１～図６を参照して説明されたように
、識別された第１の繰返しレベルおよび１つまたは複数の送信電力パラメータに少なくと
も部分的に基づいて、第１のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセス要
求のための第１のアップリンク送信電力を決定することを含み得る。いくつかの例では、
ブロック１２１５の動作は、図８を参照して説明したように送信電力パラメータ決定器８
２０によって実行され得る。
【０１２９】
　[0140]　このように、方法１０００、１１００、および１２００は、ワイヤレスシステ
ムにおける繰返しレベルカバレージ拡張を提供することができる。方法１０００、１１０
０、および１２００は可能な実装形態を記載し、動作およびステップは、他の実装形態が
可能であるように、並べ替えられるかまたは場合によっては修正される場合があることに
留意されたい。いくつかの例では、方法１０００、１１００、または１２００のうちの２
つ以上からの態様が組み合わされ得る。
【０１３０】
　[0141]　本明細書で説明した技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ、および他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムのために使用さ
れ得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば、互換的に使用さ
れる。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴ
ＲＡ）などの無線技術を実装することができる。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、
ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース０およびＡ
は一般に、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５
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６）は、一般に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）
などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭ
Ａの他の変形態を含む。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳ
Ｍ（登録商標））などの無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡシステムは、ウル
トラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８
０２．１１（ＷｉＦｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標）
）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（商標）などの無線技術を実装し得る
。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）
の一部である。３ＧＰＰ（登録商標）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬ
ＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリース
である。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、「
第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載さ
れている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト
２」（３ＧＰＰ２）と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法
は、無認可および／または共有帯域幅を介したセルラー（たとえば、ＬＴＥ）通信を含む
、上述のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術のために使用さ
れ得る。ただし、上記の説明は、例としてＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムを説明し、上記の
説明の大部分においてＬＴＥ用語が使用されるが、本技法はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ適用例以
外に適用可能である。
【０１３１】
　[0142]　添付の図面に関して上記に記載した発明を実施するための形態は、例を説明し
ており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る唯一の例を表すものではない。「例
」および「例示的」という用語は、この説明で使用されるとき、「例、事例、または例示
として働く」ことを意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利である」ことを意味
しない。発明を実施するための形態は、説明する技法の理解を与えるための具体的な詳細
を含む。ただし、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実践され得る。いくつか
の事例では、説明した例の概念を不明瞭にすることを避けるために、よく知られている構
造および装置がブロック図の形で示されている。
【０１３２】
　[0143]　本明細書で使用する「に基づいて」という句は、条件の閉集合への言及と解釈
してはならない。たとえば、「条件Ａに基づいて」と記載される例示的なステップは、本
開示の範囲から逸脱することなく、条件Ａと条件Ｂの両方に基づいてよい。言い換えると
、本明細書で使用する、「に基づいて」という句は、「に少なくとも部分的に基づいて」
という句と同じように企図されるものである。
【０１３３】
　[0144]　情報および信号は、様々な技術および技法のいずれかを使用して表され得る。
たとえば、上の説明全体を通じて参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビ
ット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁気粒子、光場も
しくは光粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０１３４】
　[0145]　本明細書の開示に関して説明された様々な例示的なブロックおよび構成要素は
、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡもしくは他
のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェ
ア構成要素、または本明細書で説明された機能を実行するように設計されたそれらの任意
の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり
得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来型プロセッサ、コントローラ、マイクロ
コントローラ、またはステートマシンであり得る。プロセッサは、コンピューティングデ
バイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロ
セッサ、ＤＳＰコアと連携する１つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他
のそのような構成としても実装される場合がある。
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【０１３５】
　[0146]　本明細書で説明した機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソ
フトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。プロセッサによっ
て実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコー
ドとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して
送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲および趣旨
内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、上述した機能は、プロセッサによって
実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、または
これらのうちのいずれかの組合せを使用して実装され得る。機能を実装する特徴はまた、
異なる物理的位置において機能の部分が実装されるように分散されることを含めて、様々
な位置に物理的に配置され得る。特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、
「および／または」という用語は、２つ以上の項目の列挙中で使用されるとき、列挙され
た項目のうちのいずれか１つが単独で用いられ得ること、または列挙された項目のうちの
２つ以上の任意の組合せが用いられ得ることを意味する。たとえば、組成が構成要素Ａ、
Ｂ、および／またはＣを含んでいるものとして説明される場合、その組成は、Ａのみ、Ｂ
のみ、Ｃのみ、ＡとＢの組合せ、ＡとＣの組合せ、ＢとＣの組合せ、またはＡとＢとＣの
組合せを含んでいることがある。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される
場合、項目の列挙（たとえば、「のうちの少なくとも１つ」あるいは「のうちの１つまた
は複数」などの句で終わる項目の列挙）中で使用される「または」は、たとえば、「Ａ、
Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」の列挙が、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたは
ＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）を意味するような選言的
列挙を示す。
【０１３６】
　[0147]　コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラム
の転送を容易にする任意の媒体を含む、非一時的コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方
を含む。非一時的記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任
意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、非一時的コンピュータ可読媒体
は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（
登録商標））、コンパクトディスク（ＣＤ）ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁
気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構
造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用も
しくは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る
、任意の他の非一時的媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可
読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア
、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレ
ス技術を使用して、ソフトウェアがウェブサイト、サーバまたは他のリモートソースから
送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤
外線、無線、およびマイクロ波などワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書
で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、ＣＤ、レーザーディスク（登録
商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フ
ロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（di
sc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は
、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲
内に含まれる。
【０１３７】
　[0148]　本開示の前述の説明は、当業者が本開示を作成または使用することを可能にす
るために提供される。本開示の様々な変更は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で
定義される一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る
。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるべきでなく、本
明細書で開示した原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきである
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。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］　ワイヤレス通信デバイスにおける通信の方法であって、
　ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための複数の繰
返しレベルから、第１の繰返しレベルを識別することと、
　前記第１の繰返しレベルに少なくとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス
要求シーケンスの１つまたは複数のランダムアクセス要求のための１つまたは複数の送信
電力パラメータを決定することと、
　前記１つまたは複数の送信電力パラメータに従って、前記第１のランダムアクセス要求
シーケンスの前記１つまたは複数のランダムアクセス要求を送信することと、
を備える方法。
［Ｃ２］　前記ワイヤレス通信デバイスにおいて受信された信号に少なくとも部分的に基
づいてチャネル状態を決定することをさらに備え、
　前記第１のランダムアクセス要求シーケンスのための前記第１の繰返しレベルを前記識
別することは、前記決定されたチャネル状態に少なくとも部分的に基づく、Ｃ１に記載の
方法。
［Ｃ３］　前記ワイヤレス通信デバイスにおいて受信された信号に少なくとも部分的に基
づいてチャネル状態を決定することをさらに備え、
　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを前記決定することは、前記決定されたチャ
ネル状態に少なくとも部分的に基づく、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを前記決定することは、前記第１の
ランダムアクセス要求シーケンスのための初期送信電力または送信電力ステップサイズの
うちの少なくとも１つを決定することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを前記決定することは、最大送信電
力に等しい初期送信電力またはゼロに等しい送信電力ステップサイズのうちの少なくとも
１つを決定することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］　前記決定された１つまたは複数の送信電力パラメータおよび前記ワイヤレス通
信デバイスの最大アップリンク送信電力に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のラン
ダムアクセス要求シーケンス中で送信されるべきランダムアクセス要求の最大数を識別す
ることと、
　ランダムアクセス要求の前記識別された最大数に少なくとも部分的に基づいて、前記第
１のランダムアクセス要求シーケンスを実行することと、をさらに備える、Ｃ１に記載の
方法。
［Ｃ７］　ワイヤレス通信デバイスにおける通信の方法であって、
　ランダムアクセス要求シーケンスのための繰返しレベルを識別することと、
　前の繰返しレベルでの前のランダムアクセス要求シーケンスのアップリンク送信電力に
少なくとも部分的に基づいて、前記ランダムアクセス要求シーケンスのための１つまたは
複数の送信電力パラメータを決定することと、を備える方法。
［Ｃ８］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを前記決定することは、前記繰返し
レベルと、前記前の繰返しレベルとの比較に少なくとも部分的に基づく、Ｃ７に記載の方
法。
［Ｃ９］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを前記決定することは、前記ランダ
ムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセス要求のためのアップリンク送信電力を
、前記前のランダムアクセス要求シーケンスの前のアップリンク送信電力と同じ値になる
ように設定することを備える、Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ１０］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを前記決定することは、前記ラン
ダムアクセス要求シーケンスのランダムアクセス要求のためのアップリンク送信電力を、
前記ワイヤレス通信デバイスの最大アップリンク送信電力になるように設定することを備
える、Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ１１］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを前記決定することは、冗長送信
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の数が繰返しレベル閾値を超えると決定することに少なくとも部分的に基づく、Ｃ１０に
記載の方法。
［Ｃ１２］　前記繰返しレベルの冗長送信の数は、前記前の繰返しレベルの冗長送信の数
よりも大きい、Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ１３］　前記前のランダムアクセス要求シーケンスの最終ランダムアクセス要求の最
終アップリンク送信電力は、前記ランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセ
ス要求のための初期アップリンク送信電力よりも大きい、Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ１４］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを前記決定することは、前記ワイ
ヤレス通信デバイスによって受信された信号から決定されたチャネル状態に少なくとも部
分的に基づく、Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ１５］　前記ランダムアクセス要求シーケンスの２つ以上の繰り返されるランダムア
クセス要求の各々のための冗長送信のためのリソースセットは、前記繰返しレベルに少な
くとも部分的に基づいて決定される、Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ１６］　ワイヤレス通信デバイスにおける通信の方法であって、
　ランダムアクセス手順に関連付けられた１つまたは複数の送信電力パラメータを指示す
る構成メッセージを受信することと、
　ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための第１の繰
返しレベルを識別することと、
　前記識別された第１の繰返しレベルおよび前記１つまたは複数の送信電力パラメータに
少なくとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダ
ムアクセス要求のための第１のアップリンク送信電力を決定することと、を備える方法。
［Ｃ１７］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータは、１つもしくは複数の繰返しレ
ベルのための初期送信電力、前記１つもしくは複数の繰返しレベルのための送信電力ステ
ップサイズ、またはそれらの任意の組合せを備える、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ１８］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータの送信電力ステップサイズに少な
くとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの後続ランダムア
クセス要求のための第２のアップリンク送信電力を決定することをさらに備える、Ｃ１６
に記載の方法。
［Ｃ１９］　前記第２のアップリンク送信電力は、前記ワイヤレス通信デバイスの最大ア
ップリンク送信電力になるように決定される、Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２０］　第２のランダムアクセス要求シーケンスのための第２の繰返しレベルを識別
することと、
　前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの最終送信電力または前記１つもしくは複
数の送信電力パラメータのうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記第
２のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセス要求のための第３のアップ
リンク送信電力を決定することと、をさらに備える、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２１］　前記第３のアップリンク送信電力を決定することは、前記第３のアップリン
ク送信電力を、前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの最終ランダムアクセス要求
の最終送信電力と等しくなるように設定することを備える、Ｃ２０に記載の方法。
［Ｃ２２］　前記第３のアップリンク送信電力は、前記ワイヤレス通信デバイスの最大ア
ップリンク送信電力になるように決定される、Ｃ２０に記載の方法。
［Ｃ２３］　前記ワイヤレス通信デバイスによって受信された信号に少なくとも部分的に
基づいてチャネル状態を決定することと、
　前記決定されたチャネル状態に少なくとも部分的に基づいて、前記第３のアップリンク
送信電力を決定することと、をさらに備える、Ｃ２０に記載の方法。
［Ｃ２４］　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置であって、
　ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための複数の繰
返しレベルから、第１の繰返しレベルを識別するための手段と、
　前記第１の繰返しレベルに少なくとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス
要求シーケンスの１つまたは複数のランダムアクセス要求のための１つまたは複数の送信
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電力パラメータを決定するための手段と、
　前記１つまたは複数の送信電力パラメータに従って、前記第１のランダムアクセス要求
シーケンスの前記１つまたは複数のランダムアクセス要求を送信するための手段と、を備
える装置。
［Ｃ２５］　前記ワイヤレス通信デバイスにおいて受信された信号に少なくとも部分的に
基づいてチャネル状態を決定するための手段をさらに備え、
　前記第１のランダムアクセス要求シーケンスのための前記第１の繰返しレベルを識別す
るための前記手段は、前記決定されたチャネル状態に少なくとも部分的に基づいて動作可
能である、Ｃ２４に記載の装置。
［Ｃ２６］　前記ワイヤレス通信デバイスにおいて受信された信号に少なくとも部分的に
基づいてチャネル状態を決定するための手段をさらに備え、
　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記手段は、前記決定され
たチャネル状態に少なくとも部分的に基づいて動作可能である、Ｃ２４に記載の装置。
［Ｃ２７］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記手段は、前
記第１のランダムアクセス要求シーケンスのための初期アップリンク送信電力または送信
電力ステップサイズのうちの少なくとも１つを決定するための手段を備える、Ｃ２４に記
載の装置。
［Ｃ２８］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記手段は、前
記ワイヤレス通信デバイスの最大アップリンク送信電力に等しい初期送信電力またはゼロ
に等しい送信電力ステップサイズのうちの少なくとも１つを決定するための手段を備える
、Ｃ２４に記載の装置。
［Ｃ２９］　前記決定された１つまたは複数の送信電力パラメータおよび前記ワイヤレス
通信デバイスの最大アップリンク送信電力に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のラ
ンダムアクセス要求シーケンス中で送信されるべきランダムアクセス要求の最大数を識別
するための手段と、
　ランダムアクセス要求の前記識別された最大数に少なくとも部分的に基づいて、前記第
１のランダムアクセス要求シーケンスを実行するための手段と、をさらに備える、Ｃ２４
に記載の装置。
［Ｃ３０］　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置であって、
　ランダムアクセス要求シーケンスのための繰返しレベルを識別するための手段と、
　前の繰返しレベルでの前のランダムアクセス要求シーケンスのアップリンク送信電力に
少なくとも部分的に基づいて、前記ランダムアクセス要求シーケンスのための１つまたは
複数の送信電力パラメータを決定するための手段と、を備える装置。
［Ｃ３１］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記手段は、前
記繰返しレベルと、前記前の繰返しレベルとの比較に少なくとも部分的に基づいて動作可
能である、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３２］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記手段は、前
記ランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセス要求のためのアップリンク送
信電力を、前記前のランダムアクセス要求シーケンスの前のアップリンク送信電力と同じ
値になるように設定するための手段を備える、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３３］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記手段は、前
記ランダムアクセス要求シーケンスのランダムアクセス要求のためのアップリンク送信電
力を、前記ワイヤレス通信デバイスの最大アップリンク送信電力になるように設定するた
めの手段を備える、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３４］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記手段は、冗
長送信の数が繰返しレベル閾値を超えると決定することに少なくとも部分的に基づいて動
作可能である、Ｃ３３に記載の装置。
［Ｃ３５］　前記繰返しレベルの冗長送信の数は前記前の繰返しレベルの冗長送信の数よ
りも大きい、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３６］　前記前のランダムアクセス要求シーケンスの最終ランダムアクセス要求の最
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終アップリンク送信電力は、前記ランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセ
ス要求のための初期アップリンク送信電力よりも大きい、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３７］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記手段は、前
記ワイヤレス通信デバイスによって受信された信号から決定されたチャネル状態に少なく
とも部分的に基づいて動作可能である、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３８］　前記ランダムアクセス要求シーケンスの２つ以上の繰り返されるランダムア
クセス要求の各々のための冗長送信のためのリソースセットは、前記繰返しレベルに少な
くとも部分的に基づいて決定される、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３９］　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置であって、
　ランダムアクセス手順に関連付けられた１つまたは複数の送信電力パラメータを指示す
る構成メッセージを受信するための手段と、
　ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための第１の繰
返しレベルを識別するための手段と、
　前記識別された第１の繰返しレベルおよび前記１つまたは複数の送信電力パラメータに
少なくとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダ
ムアクセス要求のための第１のアップリンク送信電力を決定するための手段と、を備える
装置。
［Ｃ４０］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータは、１つもしくは複数の繰返しレ
ベルのための初期送信電力、前記１つもしくは複数の繰返しレベルのための送信電力ステ
ップサイズ、またはそれらの任意の組合せを備える、Ｃ３９に記載の装置。
［Ｃ４１］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータの送信電力ステップサイズに少な
くとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの後続ランダムア
クセス要求のための第２のアップリンク送信電力を決定するための手段をさらに備える、
Ｃ３９に記載の装置。
［Ｃ４２］　前記第２のアップリンク送信電力は、前記ワイヤレス通信デバイスの最大ア
ップリンク送信電力になるように決定される、Ｃ４１に記載の装置。
［Ｃ４３］　第２のランダムアクセス要求シーケンスのための第２の繰返しレベルを識別
するための手段と、
　前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの最終送信電力または前記１つもしくは複
数の送信電力パラメータのうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記第
２のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセス要求のための第３のアップ
リンク送信電力を決定するための手段と、をさらに備える、Ｃ３９に記載の装置。
［Ｃ４４］　前記第３のアップリンク送信電力を決定するための手段は、前記第３のアッ
プリンク送信電力を、前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの最終ランダムアクセ
ス要求の最終送信電力と等しくなるように設定するための手段を備える、Ｃ４３に記載の
装置。
［Ｃ４５］　前記第３のアップリンク送信電力は、前記ワイヤレス通信デバイスの最大ア
ップリンク送信電力になるように決定される、Ｃ４３に記載の装置。
［Ｃ４６］　前記ワイヤレス通信デバイスによって受信された信号に少なくとも部分的に
基づいてチャネル状態を決定するための手段と、
　前記決定されたチャネル状態に少なくとも部分的に基づいて、前記第３のアップリンク
送信電力を決定するための手段と、をさらに備える、Ｃ４３に記載の装置。
［Ｃ４７］　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と、を備え、前記命令は、前記ワイヤレス通信デバイスに
、
　ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための複数の繰
返しレベルから、第１の繰返しレベルを識別させ、
　前記第１の繰返しレベルに少なくとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス
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要求シーケンスの１つまたは複数のランダムアクセス要求のための１つまたは複数の送信
電力パラメータを決定させ、
　前記１つまたは複数の送信電力パラメータに従って、前記第１のランダムアクセス要求
シーケンスの前記１つまたは複数のランダムアクセス要求を送信させるように、前記プロ
セッサによって実行可能である、装置。
［Ｃ４８］　前記ワイヤレス通信デバイスに、
　前記ワイヤレス通信デバイスにおいて受信された信号に少なくとも部分的に基づいてチ
ャネル状態を決定させるように、前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備え、
　前記第１のランダムアクセス要求シーケンスのための前記第１の繰返しレベルを識別す
るための前記命令は、前記決定されたチャネル状態に少なくとも部分的に基づいて動作可
能である、Ｃ４７に記載の装置。
［Ｃ４９］　前記ワイヤレス通信デバイスに、
　前記ワイヤレス通信デバイスにおいて受信された信号に少なくとも部分的に基づいてチ
ャネル状態を決定させるように、前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備え、
　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、前記決定され
たチャネル状態に少なくとも部分的に基づいて動作可能である、Ｃ４７に記載の装置。
［Ｃ５０］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、前
記第１のランダムアクセス要求シーケンスのための初期アップリンク送信電力または送信
電力ステップサイズのうちの少なくとも１つを決定するための命令を備える、Ｃ４７に記
載の装置。
［Ｃ５１］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、前
記ワイヤレス通信デバイスの最大アップリンク送信電力に等しい初期送信電力またはゼロ
に等しい送信電力ステップサイズのうちの少なくとも１つを決定するための命令を備える
、Ｃ４７に記載の装置。
［Ｃ５２］　前記ワイヤレス通信デバイスに、
　前記決定された１つまたは複数の送信電力パラメータおよび前記ワイヤレス通信デバイ
スの最大アップリンク送信電力に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアク
セス要求シーケンス中で送信されるべきランダムアクセス要求の最大数を識別させ、
　ランダムアクセス要求の前記識別された最大数に少なくとも部分的に基づいて、前記第
１のランダムアクセス要求シーケンスを実行させるように、前記プロセッサによって実行
可能な命令をさらに備える、Ｃ４７に記載の装置。
［Ｃ５３］　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と、を備え、前記命令は、前記ワイヤレス通信デバイスに
、
　ランダムアクセス要求シーケンスのための繰返しレベルを識別させ、
　前の繰返しレベルでの前のランダムアクセス要求シーケンスのアップリンク送信電力に
少なくとも部分的に基づいて、前記ランダムアクセス要求シーケンスのための１つまたは
複数の送信電力パラメータを決定させるように、前記プロセッサによって実行可能である
、装置。
［Ｃ５４］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、前
記繰返しレベルと、前記前の繰返しレベルとの比較に少なくとも部分的に基づいて動作可
能である、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ５５］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、前
記ランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセス要求のためのアップリンク送
信電力を、前記前のランダムアクセス要求シーケンスの前のアップリンク送信電力と同じ
値になるように設定するための命令を備える、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ５６］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、前
記ランダムアクセス要求シーケンスのランダムアクセス要求のためのアップリンク送信電
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力を、前記ワイヤレス通信デバイスの最大アップリンク送信電力になるように設定するた
めの命令を備える、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ５７］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、冗
長送信の数が繰返しレベル閾値を超えると決定することに少なくとも部分的に基づいて動
作可能である、Ｃ５６に記載の装置。
［Ｃ５８］　前記繰返しレベルの冗長送信の数は前記前の繰返しレベルの冗長送信の数よ
りも大きい、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ５９］　前記前のランダムアクセス要求シーケンスの最終ランダムアクセス要求の最
終アップリンク送信電力は、前記ランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセ
ス要求のための初期アップリンク送信電力よりも大きい、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ６０］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、前
記ワイヤレス通信デバイスによって受信された信号から決定されたチャネル状態に少なく
とも部分的に基づいて動作可能である、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ６１］　前記ランダムアクセス要求シーケンスの２つ以上の繰り返されるランダムア
クセス要求の各々のための冗長送信のためのリソースセットは、前記繰返しレベルに少な
くとも部分的に基づいて決定される、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ６２］　ワイヤレス通信デバイスにおける通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と、を備え、前記命令は、前記ワイヤレス通信デバイスに
、
　ランダムアクセス手順に関連付けられた１つまたは複数の送信電力パラメータを指示す
る構成メッセージを受信させ、
　ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための第１の繰
返しレベルを識別させ、
　前記識別された第１の繰返しレベルおよび前記１つまたは複数の送信電力パラメータに
少なくとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダ
ムアクセス要求のための第１のアップリンク送信電力を決定させるように、前記プロセッ
サによって実行可能である、装置。
［Ｃ６３］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータは、１つもしくは複数の繰返しレ
ベルのための初期送信電力、前記１つもしくは複数の繰返しレベルのための送信電力ステ
ップサイズ、またはそれらの任意の組合せを備える、Ｃ６２に記載の装置。
［Ｃ６４］　前記ワイヤレス通信デバイスに、
　前記１つまたは複数の送信電力パラメータの送信電力ステップサイズに少なくとも部分
的に基づいて、前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの後続ランダムアクセス要求
のための第２のアップリンク送信電力を決定させるように、前記プロセッサによって実行
可能な命令をさらに備える、Ｃ６２に記載の装置。
［Ｃ６５］　前記第２のアップリンク送信電力は、前記ワイヤレス通信デバイスの最大ア
ップリンク送信電力になるように決定される、Ｃ６４に記載の装置。
［Ｃ６６］　前記ワイヤレス通信デバイスに、
　第２のランダムアクセス要求シーケンスのための第２の繰返しレベルを識別させ、
　前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの最終送信電力または前記１つもしくは複
数の送信電力パラメータのうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記第
２のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセス要求のための第３のアップ
リンク送信電力を決定させるように、前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備
える、Ｃ６２に記載の装置。
［Ｃ６７］　前記第３のアップリンク送信電力を決定するための前記命令は、前記第３の
アップリンク送信電力を、前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの最終ランダムア
クセス要求の最終送信電力と等しくなるように設定するための命令を備える、Ｃ６６に記
載の装置。
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［Ｃ６８］　前記第３のアップリンク送信電力は、前記ワイヤレス通信デバイスの最大ア
ップリンク送信電力になるように決定される、Ｃ６６に記載の装置。
［Ｃ６９］　前記ワイヤレス通信デバイスに、
　前記ワイヤレス通信デバイスによって受信された信号に少なくとも部分的に基づいてチ
ャネル状態を決定させ、
　前記決定されたチャネル状態に少なくとも部分的に基づいて、前記第３のアップリンク
送信電力を決定させるように、前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、
Ｃ６６に記載の装置。
［Ｃ７０］　ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体で
あって、前記コードは、
　ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための複数の繰
返しレベルから、第１の繰返しレベルを識別し、
　前記第１の繰返しレベルに少なくとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス
要求シーケンスの１つまたは複数のランダムアクセス要求のための１つまたは複数の送信
電力パラメータを決定し、
　前記１つまたは複数の送信電力パラメータに従って、前記第１のランダムアクセス要求
シーケンスの前記１つまたは複数のランダムアクセス要求を送信するように実行可能な命
令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ７１］　ワイヤレス通信デバイスにおいて受信された信号に少なくとも部分的に基づ
いてチャネル状態を決定するように実行可能な命令をさらに備え、
　前記第１のランダムアクセス要求シーケンスのための前記第１の繰返しレベルを識別す
るための前記命令は、前記決定されたチャネル状態に少なくとも部分的に基づいて動作可
能である、Ｃ７０に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ７２］　ワイヤレス通信デバイスにおいて受信された信号に少なくとも部分的に基づ
いてチャネル状態を決定するように実行可能な命令をさらに備え、
　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、前記決定され
たチャネル状態に少なくとも部分的に基づいて動作可能である、Ｃ７０に記載の非一時的
コンピュータ可読媒体。
［Ｃ７３］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、前
記第１のランダムアクセス要求シーケンスのための初期アップリンク送信電力または送信
電力ステップサイズのうちの少なくとも１つを決定するための命令を備える、Ｃ７０に記
載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ７４］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、ワ
イヤレス通信デバイスの最大アップリンク送信電力に等しい初期送信電力またはゼロに等
しい送信電力ステップサイズのうちの少なくとも１つを決定するための命令を備える、Ｃ
７０に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ７５］　前記決定された１つまたは複数の送信電力パラメータおよびワイヤレス通信
デバイスの最大アップリンク送信電力に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のランダ
ムアクセス要求シーケンス中で送信されるべきランダムアクセス要求の最大数を識別し、
　ランダムアクセス要求の前記識別された最大数に少なくとも部分的に基づいて、前記第
１のランダムアクセス要求シーケンスを実行するように実行可能な命令をさらに備える、
Ｃ７０に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ７６］　ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体で
あって、前記コードは、
　ランダムアクセス要求シーケンスのための繰返しレベルを識別し、
　前の繰返しレベルでの前のランダムアクセス要求シーケンスのアップリンク送信電力に
少なくとも部分的に基づいて、前記ランダムアクセス要求シーケンスのための１つまたは
複数の送信電力パラメータを決定するように実行可能な命令を備える、非一時的コンピュ
ータ可読媒体。
［Ｃ７７］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、前
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記繰返しレベルと、前記前の繰返しレベルとの比較に少なくとも部分的に基づいて動作可
能である、Ｃ７６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ７８］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、前
記ランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセス要求のためのアップリンク送
信電力を、前記前のランダムアクセス要求シーケンスの前のアップリンク送信電力と同じ
値になるように設定するための命令を備える、Ｃ７６に記載の非一時的コンピュータ可読
媒体。
［Ｃ７９］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、前
記ランダムアクセス要求シーケンスのランダムアクセス要求のためのアップリンク送信電
力を、ワイヤレス通信デバイスの最大アップリンク送信電力になるように設定するための
命令を備える、Ｃ７６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ８０］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、冗
長送信の数が繰返しレベル閾値を超えると決定することに少なくとも部分的に基づいて動
作可能である、Ｃ７９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ８１］　前記繰返しレベルの冗長送信の数は前記前の繰返しレベルの冗長送信の数よ
りも大きい、Ｃ７６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ８２］　前記前のランダムアクセス要求シーケンスの最終ランダムアクセス要求の最
終アップリンク送信電力は、前記ランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセ
ス要求のための初期アップリンク送信電力よりも大きい、Ｃ７６に記載の非一時的コンピ
ュータ可読媒体。
［Ｃ８３］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータを決定するための前記命令は、ワ
イヤレス通信デバイスによって受信された信号から決定されたチャネル状態に少なくとも
部分的に基づいて動作可能である、Ｃ７６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ８４］　前記ランダムアクセス要求シーケンスの２つ以上の繰り返されるランダムア
クセス要求の各々のための冗長送信のためのリソースセットは、前記繰返しレベルに少な
くとも部分的に基づいて決定される、Ｃ７６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ８５］　ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体で
あって、前記コードは、
　ランダムアクセス手順に関連付けられた１つまたは複数の送信電力パラメータを指示す
る構成メッセージを受信し、
　ランダムアクセス要求手順の第１のランダムアクセス要求シーケンスのための第１の繰
返しレベルを識別し、
　前記識別された第１の繰返しレベルおよび前記１つまたは複数の送信電力パラメータに
少なくとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダ
ムアクセス要求のための第１のアップリンク送信電力を決定するように実行可能な命令を
備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ８６］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータは、１つもしくは複数の繰返しレ
ベルのための初期送信電力、前記１つもしくは複数の繰返しレベルのための送信電力ステ
ップサイズ、またはそれらの任意の組合せを備える、Ｃ８５に記載の非一時的コンピュー
タ可読媒体。
［Ｃ８７］　前記１つまたは複数の送信電力パラメータの送信電力ステップサイズに少な
くとも部分的に基づいて、前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの後続ランダムア
クセス要求のための第２のアップリンク送信電力を決定するように実行可能な命令をさら
に備える、Ｃ８５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ８８］　前記第２のアップリンク送信電力は、ワイヤレス通信デバイスの最大アップ
リンク送信電力になるように決定される、Ｃ８７に記載の非一時的コンピュータ可読媒体
。
［Ｃ８９］　第２のランダムアクセス要求シーケンスのための第２の繰返しレベルを識別
し、
　前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの最終送信電力または前記１つもしくは複
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数の送信電力パラメータのうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記第
２のランダムアクセス要求シーケンスの初期ランダムアクセス要求のための第３のアップ
リンク送信電力を決定するように実行可能な命令をさらに備える、Ｃ８５に記載の非一時
的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ９０］　前記第３のアップリンク送信電力を決定するための前記命令は、前記第３の
アップリンク送信電力を、前記第１のランダムアクセス要求シーケンスの最終ランダムア
クセス要求の最終送信電力と等しくなるように設定するための命令を備える、Ｃ８９に記
載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ９１］　前記第３のアップリンク送信電力は、ワイヤレス通信デバイスの最大アップ
リンク送信電力になるように決定される、Ｃ８９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体
。
［Ｃ９２］　ワイヤレス通信デバイスによって受信された信号に少なくとも部分的に基づ
いてチャネル状態を決定し、
　前記決定されたチャネル状態に少なくとも部分的に基づいて、前記第３のアップリンク
送信電力を決定するように実行可能な命令をさらに備える、Ｃ８９に記載の非一時的コン
ピュータ可読媒体。

【図１】 【図２】



(42) JP 6891122 B2 2021.6.18

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(43) JP 6891122 B2 2021.6.18

【図７】

【図８】

【図９】
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